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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

回次 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 （千円） 1,470,047 1,352,721 1,485,712 1,582,433 1,916,782 

経常利益又は経常損失（△） （千円） △44,738 △89,384 81,402 208,756 219,898 

当期純利益又は当期純損失

（△） 
（千円） △44,271 △89,914 73,782 194,801 114,484 

持分法を適用した場合の投資

利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 702,500 300,000 300,000 794,190 809,340 

発行済株式総数 （株） 11,900 11,900 11,900 14,526 14,774 

純資産額 （千円） 762,607 672,693 746,475 2,197,329 2,343,211 

総資産額 （千円） 1,086,181 846,732 970,093 2,478,171 2,909,307 

１株当たり純資産額 （円） 64,084.69 56,528.84 62,729.04 151,268.75 158,530.40 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当

額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△） 

（円） △3,720.29 △7,555.84 6,200.19 16,023.84 7,788.08 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
（円） － － － 15,829.82 7,378.03 

自己資本比率 （％） 70.2 79.4 76.9 88.7 80.5 

自己資本利益率 （％） － － 10.4 13.2 5.0 

株価収益率 （倍） － － － 102.97 38.0 

配当性向 （％） － － － － － 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） － △170,680 246,931 △10,827 244,499 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） － △7,434 △14,346 △107,970 △1,034,684 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） － － － 1,255,880 30,300 

現金及び現金同等物の期末残

高 
（千円） － 383,994 616,580 1,753,662 993,777 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

80 

(－) 

85 

(－) 

92 

(－) 

113 

(－) 

124 

(－) 



 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第3期から第5期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権等の残高はありま

すが、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

４．第3期から第5期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。 

５．当社は持分法を適用すべき関連会社をもっておりませんので、持分法を適用した場合の投資利益については

記載しておりません。 

６．１株当たり配当額及び配当性向については、当社は配当をしておりませんので記載しておりません。 

７．第4期以降の財務諸表につきましては、証券取引法第193条の2の規定に基づき、みすず監査法人（旧中央青

山監査法人）の監査を受けておりますが、第３期につきましては、当該監査を受けておりません。 

８．臨時雇用者の総数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 

   ９．第7期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日) 

   及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成 

   17年12月9日)を適用しております。 



２【沿革】 

年月 事項 

平成12年7月 システム開発、ビジネスモデリング及びITガバナンス・サービスを中心とするナレッジベース・ソ

リューション事業の展開を目的として、東京都港区虎ノ門に資本金10,000千円をもってウルシステ

ムズ株式会社を設立しました。 

平成12年8月 第1回及び第2回第三者割当増資(合計150,000千円)を、Warburg, Pincus International  

Partners, L.P.を主な引受先として実施し、同社が当社の筆頭株主(46.8％)になりました。 

平成12年9月 WP Japan Holdings, L.L.C.が、Warburg, Pincus International Partners, L.P.等から当社株式

を買い取るとともに、当社の実施した第3回第三者割当増資(220,000千円)の主な引受先ともなり、

同社が当社の筆頭株主（78.9％）となりました。 

平成13年6月 第4回第三者割当増資（645,000千円）を、WP Japan Holdings, L.L.C.を主な引受先として実施し

ました。 

平成13年8月 本社を東京都中央区晴海(現住所)へ移転いたしました。 

平成15年12月 WP Japan Holdings, L.L.C.保有の当社株式について、当社代表取締役漆原茂を中心とした経営陣

が買い取り、漆原茂が筆頭株主になりました。 

また、プロダクトベース・ソリューション事業を本格的に開始しました。 

平成16年1月 欠損填補を目的とした402,500千円の無償減資を実施し、資本金を300,000千円としました。 

平成17年9月 当社初の販売目的のソフトウェアUMLaut/J-XMLの販売を開始しました。 

平成18年2月 ジャスダック証券取引所に当社普通株式が上場しました。 

平成18年7月  賃貸住宅トータルサポート株式会社の第三者割当増資（164百万円：17.3％）を引受けました。  

平成18年12月  次世代流通XML-EDIサービスの分野において、株式会社インテックと業務提携を行いました。  

平成19年4月  株式分割（1株を4株に分割）を実施しました。  



３【事業の内容】 

＜事業の概要及びその目的＞ 

 現在、当社では事業ドメインを下記に記載の「戦略的IT投資領域」に定め、IT技術と業務分析・システム設計力を駆

使し、顧客本位のIT戦略の立案やその実行を支援するプロフェッショナル・サービスを中心とするナレッジベース・ソ

リューション事業とナレッジベース・ソリューション事業で培ったノウハウ等をソフトウェア製品として開発し、それ

をライセンス提供等するプロダクトベース・ソリューション事業（ソフトウェアの開発・販売事業）を展開していま

す。 

 当社独自の用語である「戦略的IT投資領域」は、顧客企業の実施するIT投資をその目的別に分類したもので、その他

の投資領域との比較で図示すると下記のとおりです。 

 上記「戦略的IT投資領域」における顧客企業のIT投資には、以下の特徴があります。 

①（ITの事業戦略への適合性）この領域では、当該IT投資が顧客企業の事業戦略と密接に関わっているために、いわゆ

る「パッケージ製品」が適合しづらい領域です。このため、顧客企業の事業戦略の理解や業務の適切な分析・変更

設計及びITの適用局面の分析並びにこれに対応したシステム設計がもっとも重要な要素になります。（当社では

「戦略・業務とITの融合」といいます。） 

②（ITの先進性）この領域では、顧客企業が事業の競争優位の維持・向上のために実施するIT投資であるために、費用

低減や事務省力化を目的とするIT投資と比べて先端技術の適用意欲が旺盛です。 

③（ITの自立性）この領域では、システムサービスイン後も経営環境の変化に対応することが常に強く要求されるた

め、外部ベンダー主導ではなく、CIO(※１)を中心とする自社内での自立的なIT戦略の立案とその実行力がいわゆ

る非戦略的IT投資領域と比較して強く要求されます。 



 当社では、このような特徴がある領域において、中立独立というポジショニングで、且つIT技術と業務分析・シス

テム設計力により顧客企業のIT戦略の立案及びその実行支援サービスを継続的に提供し、これを通じて、顧客企業の

健全なIT化に貢献することを事業の目的としています。 

 当社の事業の系統図を示すと以下のとおりです。 

［事業系統図］ 

＜事業の内容とその競合優位性＞ 

前述のとおり、「戦略的IT投資領域」では、ITの事業戦略への適合性、ITの先進性及びITの自立性が、他の投資領域

よりも強く望まれるため、提供するサービスは、システム工学に裏打ちされたIT技術（適用技術、分析能力等）と業界

知識・ノウハウが融合することが必須条件となります。このため、当社では創業期から個々のプロジェクトの実行で得

た技術や業務分析のノウハウをUMLaut（ウムラウト）(※２)として体系化し、蓄積し、社内で共有化することにより、

組織的にこれを活用しています。情報サービス業界でも、このようなレベルで事業を展開し、中立独立という顧客にと

って最適のポジションでサービスを提供できることが、当社の特徴であると認識しております。事業の具体的な内容は

下記のとおりです。 



①ナレッジベース・ソリューション事業 

専門的知識と経験を有する当社のプロフェッショナル・スタッフが、IT戦略の立案及びその実行支援サービスを顧客

企業に対して実施する事業です。当該事業は労働集約的な要素が多くなりがちな事業領域ですが、当社では、UMLaut

（ウムラウト）を基盤に、ナレッジ集約的な事業として展開しており、既存の労働集約的なプロフェッショナル・サー

ビスと比較して効率的且つ高品質なサービスの提供を実現してきました。各々のサービス名とその内容は以下のとおり

です。なお、これらのサービスは一連の事業展開のなかで、個別・単体で提供されるケースは少なく、顧客の要求に応

じて並行して、あるいは区別なく提供するケースが多くなっています。 

＜ビジネスモデリング・サービス＞ 

事業戦略を実現するために、現状の課題分析等を通じて事業、組織、業務のあるべき姿を描き出し、そのITに

よる実現のためのシステムの要件定義、実行計画の立案等を行うサービスです。経営上の課題を見据えること

で、その解決のための合理的で実現可能な業務システムの要件につなげてゆきます。 

＜ITガバナンス・サービス＞ 

ビジネスモデリングを基点としたITによる経営革新を継続的に実施できるようにするため、技術的・組織的な

基盤作りを支援するサービスです。具体的には、高品質のシステムを構築するためのIT標準化、開発あるいは

プロジェクト管理を行う人材の育成及びシステム構築までに必要な技術の移管・定着等を通じて、顧客企業が

主体的にIT化を推進できる環境を整備します。 

＜先端システム開発サービス＞ 

ビジネスモデリングで得られた業務システム要件を最先端の技術や開発手法を用いて具体化するサービスで

す。高度な要件の実現のためのシステムモデリング、最大限の性能を引き出すシステムアーキテクチャの設計

及び短期間での高品質なシステムの構築等を行います。 

（各サービスの概念図）   

②プロダクトベース・ソリューション事業 

 UMLaut（ウムラウト）として蓄積された、業務上、技術上の種々のノウハウをベースに自社内で一定の研究テーマを

設定し、研究開発をすることでプロダクトを完成させ、ライセンス等の形態で顧客企業に提供する研究開発型事業で

す。現在、以下の２つのテーマについて研究開発を実施しています。 

＜UMLaut/SWF（ソフトウェアフレームワーク）＞ 

UMLaut/SWF（ソフトウェアフレームワーク）とは、システム開発の生産性と品質向上を主目的とした汎用的な

ソフトウェア製品であり、コア機能と自動生成ツールから成ります。 

コア機能は、企業の基幹システムにおいて、業種や業態によらない汎用的な制御機能をサポートするソフトウ

エア部品群です。このコア機能は、セキュリティ制御や、画面制御、日本語処理、データベース制御、メール

送受信などから構成されます。こうした制御機能に関して、当社では設立以来積み重ねてきた大手企業の基幹

システム構築の実績から得たノウハウをコア機能として集約してきました。 

自動生成ツールは、ビジネスアプリケーションの中で大きな割合を占める画面入力項目制御と、データベース

制御部分に関して、上流工程の定義情報を元に自動的にソースコードを生成する機能を備えています。この自

動生成ツールは、開発生産性向上のみばかりでなく、品質向上と標準化による保守性向上にも大きく寄与しま

す。 



＜UMLaut/J-XML＞ 

UMLaut/J-XMLは、当社が研究開発を進めている企業内の業務システムと取引先企業のシステムとの間でインタ

ーネットを使ったデータ交換を可能にする次世代のXML-EDI（※３）システムです。 

財団法人流通システム開発センターにより策定されている流通業分野における企業間メッセージ標準の流通ビ

ジネスメッセージ標準（※４）に対応しており、導入企業に柔軟且つ高速・低コストの通信インフラを提供す

ることで、日本の流通業界の発展に寄与するものです。 

 UMLaut/J-XMLの導入イメージは下記のとおりです。  

計画詳細については、「第２事業の状況 ６研究開発活動」をご参照下さい。 



③各事業の展開とUMLaut（ウムラウト） 

 専門性の高いプロジェクト（フラグシップ案件）の遂行によって得られた業務上、技術上のノウハウや知見をまとめ

た当社独自の方法論であるUMLaut（ウムラウト）は、当社の事業展開上の重要な基盤といえます。UMLautとして蓄積

し、共有化された種々の技術ノウハウは、日々の業務活動ばかりでなく、人材育成・出版を中心とする社内活動、

UMLaut/SWFやUMLaut/J-XMLなどの新たなプロダクトの研究開発活動等、将来の収益獲得に寄与するあらゆる重要な活動

に利用され適用されています。これらの一連の事業展開のイメージ図は、下記のとおりです。  

＜用語説明＞ 

※１ CIO（Chief Information Officer） 

 CIOとは、企業内の情報システムや情報の流通を統括する担当役員のことです。情報システムの構築や運営に関する技

術的な能力だけでなく、そうして得られた情報を基にCEO(最高経営責任者)ら経営陣に対して適切な報告・助言を行なう

ことも求められ、経営戦略に関する深い理解と能力も必要とされています。 

※２ UMLaut（ウムラウト） 

UMLaut（ウムラウト）とは、当社が設立以来サービスを円滑に進めるために獲得してきた知見とノウハウをまとめた当

社独自の方法論のことです。 

※３ XML-EDI 

 XML-EDIとは、データを送受信するためのフォーマットにXMLを採用したインターネットEDI

（Electronic Data Interchange）のことです。従来のEDIは、低速の専用線を用いて固定長の単純なデータ転送を行うも

のでした。XML-EDIでは、インターネットを使うことにより通信の高速化を実現すると共に、拡張可能な構造を持つXMLフ

ォーマットを使うことにより企業間でのシステムの高度な連携が可能になります。 

※４ 流通ビジネスメッセージ標準 

  流通ビジネスメッセージ標準とは、平成19年3月に経済産業省及び流通システム開発センターの事業の中で策定され

た、XMLの新しい標準メッセージフォーマット及び企業間データフロー標準を指します。  



４【関係会社の状況】 

 該当する関係会社はありません。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

  （注）１．上記従業員数は就業員数を表示しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員が当期中において11名増加しておりますが、これは業務拡大に伴う採用によるものです。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成19年3月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

124 34.1 2.7 7,510,395 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）のわが国経済は、平成19年3月に発表された月例経済報告による

と、原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があるものの、企業部門が引き続き好調であり、これが

家計部門へ波及し国内民間需要に支えられた景気回復基調が持続しました。当社の属する情報サービス業界についても、

一部に不透明感があるものの、企業収益力の向上を背景にＩＴ投資意欲は引き続き活発化してきており、前事業年度から

の緩やかな回復局面を維持しています。 

 このような環境の中、当事業年度の経営成績は下記のとおりとなりました。  

  

売上高   1,916,782千円（前事業年度比 21.1％増） 

経常利益   219,898千円（前事業年度比 5.3％増） 

当期純利益 114,484千円（前事業年度比 41.2％減） 

  

当事業年度の業績について特筆すべき点は下記のとおりです。 

① 当社の基幹事業であるナレッジベース・ソリューション事業では、主として流通業、製造業及び情報サービス

業の顧客企業を対象とした高付加価値ITコンサルティングとシステム開発が顧客企業のIT投資の増勢を背景に

好調に推移しました。この結果、当該事業の売上高は前事業年度比17.9％増加の1,750,925千円と過去最高を

記録しました。 

② プロダクトベース・ソリューション事業では、当社の成長戦略の大きな柱と期待されるソフトウェア製品

「UMLaut/J-XML」の最終顧客への販売が本格化しました。これにより、当該事業の売上高も前事業年度比

71.1％増加の165,856千円と過去最高となりました。 

③ 研究開発活動については、販売活動の本格化と並行して「UMLaut/J-XML」の改良版のリリースに向けた集中投

資を継続致しました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況につきましては以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローについては、前事業年度に引き続き売上が堅調に伸びたことに伴い売掛金が増

加したものの、減価償却費及び外注先に対する未払金の増加等により前事業年度10,827千円の純支出から244,499

千円の純収入へとキャッシュ・イン・フローに転じました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、販売用ソフトウェア「UMLaut/J-XML」への投資が更に加速したことにより

無形固定資産への支出が157,606千円と増加したほか、余資の効率的運用を目的とする債券購入（696,815千円）及

び投資有価証券の取得（164,000千円）等により前事業年度107,970千円の純支出から1,034,684千円の純支出と大

幅なキャッシュ・アウト・フローになりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度において上場による株式発行による収入等により1,255,880

千円の純収入を計上をしたのに対し、当事業年度はストックオプションの行使による30,300千円の純収入にとどま

りました。  

  

 以上の結果、当事業年度における現金及び現金同等物の減少額は759,884千円となり、当事業年度末における現

金及び現金同等物の残高は993,777千円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

1. 生産実績 

①前事業年度の生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②当事業年度の生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2. 受注状況 

 ①前事業年度の受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注高及び受注残高は作業指示書入手済みの案件を記載いたしております。 

  

②当事業年度の受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注高及び受注残高は作業指示書入手済みの案件を記載いたしております。 

事業別 
前事業年度 

（自 平成17年4月1日 
 至 平成18年3月31日） 

前年同期比（％） 

ナレッジベース・ソリューション事業(千円) 795,972 95.3 

プロダクトベース・ソリューション事業(千円) 124,539 187.9 

合計（千円） 920,512 102.1 

事業別 
当事業年度 

（自 平成18年4月1日 
 至 平成19年3月31日） 

前年同期比(％) 

ナレッジベース・ソリューション事業(千円) 1,106,543 139.0 

プロダクトベース・ソリューション事業(千円) 192,940 154.9 

合計（千円） 1,299,484 141.2 

事業別 

前事業年度 
（自 平成17年4月1日 
 至 平成18年3月31日） 

受注高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

ナレッジベース・ソリューション事業 1,404,478 92.1 265,857 76.6 

プロダクトベース・ソリューション事業 96,938 766.3 － － 

合計 1,501,416 97.6 265,857 76.6 

事業別 

当事業年度 
（自 平成18年4月1日 
 至 平成19年3月31日） 

受注高 
（千円） 

前年同期比 
(％) 

受注残高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

ナレッジベース・ソリューション事業 1,875,991 133.6 390,922 147.0 

プロダクトベース・ソリューション事業 200,944 207.3 35,087 － 

合計 2,076,935 138.3 426,010 160.2 



3. 販売実績 

①前事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

②当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．最近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業別 
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

前年同期比（％） 

ナレッジベース・ソリューション事業（千円） 1,485,495 100.8 

プロダクトベース・ソリューション事業（千円） 96,938 766.3 

合計（千円） 1,582,433 106.5 

事業別 
当事業年度 

（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

前年同期比（％） 

ナレッジベース・ソリューション事業（千円） 1,750,925 117.9 

プロダクトベース・ソリューション事業（千円） 165,856 171.1 

合計（千円） 1,916,782 121.1 

相手先 

前事業年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 ぴあ㈱ 303,000 19.1  14,000 0.7  

 イーサポートリンク㈱ 298,900 18.9  －   － 

 センチュリーリーシングシステム㈱ 197,325 12.5  90,000 4.7  

 独立行政法人 産業技術総合研究所 81,000 5.1  290,406 15.2  

 ＫＤＤＩ㈱ 168,500 10.6  220,000 11.5  

 ビットワレット㈱ 46,500 2.9  203,550 10.6  



３【対処すべき課題】 

 原油価格の動向等、一部に不透明な要素はあるものの、このところの堅調な設備投資や雇用情勢の好転により個人

消費も底堅さを示し始めており、国内景気は本格的な回復過程に入りつつあります。 

 情報サービス産業においても、引き続き雇用情勢の改善や受注単価の上昇等の明るい材料が見られており、当面は

非製造業を中心とするユーザー企業の投資意欲の改善が続いていくものと考えています。特に、当社が注力しており

ますユーザー企業の「戦略的ＩＴ投資領域」におけるＩＴ戦略の立案・実行支援サービスに特化した高付加価値サー

ビスは、ユーザー企業の投資の視点が、事業の選択と集中に伴う費用削減から新たな戦略的収益の獲得へと移行して

いる経営環境を追い風に急速に拡大を続けると同時に、顧客企業の当該サービスに対する要求水準も高度化してくる

ものと考えております。このような経営環境の中、当社が対処すべき最重要課題は以下のとおりと認識しておりま

す。 

① プロフェッショナル・スタッフ数の拡充 

 ナレッジベース・ソリューション事業の推進の主役を担う優秀なプロフェッショナル・スタッフが慢性的に不足

しております。知名度の向上と外部パートナーの拡充により優秀な人材の確実な採用を図っておりますが、労働市

場が引き続きいわゆる「売り手市場」にある状況のなか、他社のそれと同様に採用活動は厳しさを増しておりま

す。経営資源のより戦略的な配分等を含め採用計画を達成するための諸策を打っていく予定です。 

② 安定的な収益源の拡充 

 ナレッジベース・ソリューション事業においては、顧客企業の「戦略的IT投資領域」における潜在的なニーズを

掘り起こし、リピーター企業の割合を高水準に維持することが事業の安定的な収益基盤となっており、引き続きサ

ービス内容の深耕や横展開に加えて営業体制の更なる強化と外部協力会社との連携等を通じて新たなフラッグシッ

プ案件を獲得し、付加価値の高いサービスを提供することにより更に安定的な顧客層の拡充を図ってまいります。

③ プロダクトベース・ソリューション事業への経営資源の集中投資 

 プロダクトベース・ソリューション事業においては、現在注力している 「UMLaut/J-XML」のライセンス販売に

加えて、「UMLaut/J-XML」の保守サービスやVAN・ASP事業者との協業に基づく利用料課金を通じて安定的で利益率

の高い収益構造の早期確立を目指しております。当該「UMLaut/J-XML」の対象となる電子データに基づく流通業の

受発注システム市場は未だ黎明期にありますが市場規模は大きく且つ急成長が期待される半面、競合企業の出現も

十分予想されることから、シェアをいち早く獲得すべく短期間に営業・開発への経営資源の集中投資を当面継続し

ていく方針です。 

④ 品質管理方法の改善活動 

 ナレッジベース・ソリューション事業における請負契約形態でのシステム開発受注案件においては納品に適した

成果物であることを組織的に確認・検証する体制が必要であり、従来の担当事業部における品質レビューと社長直

轄の内部監査室によるプロジェクト横断的なリスクチェックに加えて、事業部から独立したプロジェクトマネジメ

ントの専門部署（プロジェクトマネジメント推進室）を設置することにより、精緻で透明性の高い品質管理体制を

構築していく予定です。また、プロダクトベース・ソリューション事業においても、「UMLaut/J-XML」などのソフ

トウェア製品について開発・生産段階での品質管理や納品後の保守体制を一層充実させ、製品の信頼性を維持・向

上していく予定です。 



４【事業等のリスク】 

 以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。当社は、必

ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要

と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、日頃からこれら

のリスクの正確な把握に努め、社内組織、設備、制度や取引先との関係等を整備し、リスクを低減する努力を続けてお

り、また、リスクが現実化した場合にはその対応に最大限の努力を致しますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載

事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行う必要があると考えられます。 

 なお、下記記載事項を参考にするにあたって留意すべき事項は次の2点です。 

① 文中に将来に関する記載がある場合には、本有価証券報告書提出日現在（平成19年6月28日現在）において当社の認識

を基礎とした記載であり、将来の環境の変化によって当該認識は変化する可能性があります。 

② 下記の記載事項は、当社の事業又は当社株式への投資に関するリスクの全てを網羅的に記載したものではありませ

ん。 

  

１．外部環境に起因するリスクについて 

(1) 競合優位性について 

 国内の情報サービス産業は近年激しい競合状態にあります。特にシステム開発業界（システム・インテグレーション業

界）においては、供給過多によるデフレーション圧力は年々高まるばかりです。このような状況において、当社は、次の

施策をとることによって、情報サービス産業において独自のポジションを確立し、情報サービス産業全体の動きと一線を

画して事業展開を図っております。 

① 卸・小売業を中心とする流通業、素材・組立加工業を中心とする製造業及び情報サービス業を対象に、経営資源をフ

ォーカスすること 

② これらの業界における顧客の「戦略的IT投資領域」におけるIT戦略の企画・立案・実行を、顧客の立場に立って、高

度なIT技術と関連業務ノウハウ（UMLaut（ウムラウト））によって支援すること 

 このような事業コンセプトに基づく当社主要事業であるナレッジベース・ソリューション事業の競合相手となる企業

は、現在のところ存在していないと考えています。しかしながら、このような新たな事業領域において、他社による積極

的な取り組みがあった場合には、その動向次第では当社の競合優位性が薄れ、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

(2) 流通業、製造業及び情報サービス業におけるIT投資動向について 

 当社は事業ドメインを、流通業、製造業及び情報サービス業を主な事業とする顧客の「戦略的IT投資領域」に絞り、IT

戦略の立案及びその実行支援サービスに経営資源を集中的に投入し、この領域における先駆けとなるべく事業を拡大して

まいりました。 

 当面の事業方針においても、当社がターゲットとする顧客の高度な要求にスムーズに対応できる高度なIT技術と、これ

を適切な局面で適用するためのアイデアを着想し実行するノウハウを蓄積・向上することを最重要課題の一つとして位置

づけており、組織的に「UMLaut（ウムラウト）」として最新IT技術の導入・適用並びにノウハウの蓄積を行っておりま

す。しかしながら、このような顧客の収益力に直結する「戦略的IT投資領域」におけるIT技術の革新のスピードは目覚し

いものがあり、当社が想定している以上にIT技術の著しい進歩があった場合には、当社がこれに十分な対応を行えるか否

かは不透明であり、当社が十分な対応をできない場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

２．当社固有のリスクについて 

(1) プロジェクトのリスク管理体制について 

 プロジェクトの提案・受注・実行及びこれらを支援する業務は、当社の企業活動の主要な部分を占めており、これら一

連の活動から発生する種々のリスク（見積もりリスク、信用リスク、契約内容に関するリスク、人繰りに関するリスク、

プロジェクト管理に関するリスク、品質に関するリスク、外注管理リスク等）を回避又は管理することは当社経営上の重

要課題の一つとして認識しております。このため、プロジェクトを直接運営する各事業部による社内規程に基づいた厳格

なレビュー等に加え、社長直轄の内部監査室を設置し、これらのリスクを全社的な見地から把握・管理する体制を整備

し、運営しております。 

 現在の事業規模と事業内容を考慮すると現体制で十分機能しておりますが、現状のリスク管理体制に甘んじることなく

将来の事業拡大や事業内容の変化に備え、組織的にリスク把握や解決手段に関するノウハウや経験を蓄積し、これを社内

で共有しています。しかしながら、これらのリスク管理体制の能力の向上には一定の時間を要するものであり、将来の事

業拡大や事業内容の変化（特に、プロダクト・ベースソリューション事業の拡大）が想定以上に速く進んだ場合には、当



社のリスク管理体制が有効に機能しない可能性があり、この場合には、当社の円滑な事業拡大や経営成績に影響を与える

可能性があります。 

  

(2) 検収時期等の遅延による経営成績への影響について 

 当社の展開するナレッジベース・ソリューション事業の各サービスの契約形態の一部には請負契約が含まれておりま

す。当該請負契約のプロジェクトの売上計上は顧客の受入検査による「検収」を前提としております。当社では、当該検

収を予定通りに受けることができるように、プロジェクト管理及び品質管理について厳しい内規を定め運用しております

が、プロジェクトの進捗状況や顧客の都合等により検収時期が半期末もしくは期末を越えて遅延した場合には、当社の経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) 投資目的のプロジェクト発生の可能性について 

 当社では、顧客企業の高い要求水準に対応できる高いIT技術を組織的に維持・拡大していくため、先進性や革新性更に

は将来の利用可能性等の観点から有望なIT技術の獲得には非常に貪欲であり、これらの技術の獲得のために意図的に収益

性の非常に低い（投資目的の）プロジェクトを受注する場合があります。このような中長期的な競争力維持・向上のため

の投資目的プロジェクトの受注も想定して全体の収益計画に織り込んでおりますが、想定を上回る低採算のプロジェクト

が発生した場合には、短期的な経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(4) システム開発に関する工程見積もりリスクについて 

 国内外のシステム・インテグレーター各社がしのぎを削る受託システム開発業界においては、供給過多の状態が長年続

いており、激しい受注競争が展開されております。競合の多いケースでは、受注活動を優先し、顧客のシステム要件が確

定していない段階でも一括請負契約形態による契約の締結が行われているケースがあります。請負契約は、一定の納期に

おいて、一定の品質以上での仕事の完了（システムの納品）を顧客に対して約する契約であり、作業開始時の開発作業量

の見積もりを誤ると大幅なコストオーバーランや作業遅延もしくはこれに伴う損害賠償責任が生じる可能性があります。

当社においても常にこのようなリスクにさらされており、過年度において複数のプロジェクトで損失計上を余儀なくされ

ました。このようなリスクに対処するため、当社では、「UMLaut（ウムラウト）」として蓄積してきた流通業、製造業及

び情報サービス業を中心としたノウハウと経験を十分に生かすことができ且つ先端のIT技術を適用できる参入障壁の高い

開発案件にフォーカスしたり、可能な限り作業及び契約を細分化し、顧客の要件が明確化してから請負契約を締結する等

の内部ポリシーを設定することにより、リスクを回避しています。しかしながら、こうした対処によっても全てのリスク

を回避することは困難であり、将来において不測の事態が発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

(5) 瑕疵担保責任及び品質保証引当金について 

 ナレッジベース・ソリューション事業における一部のプロジェクトでは、顧客との間で請負契約を締結しております。

当該契約には、一般に顧客による受入検査に基づく検収の後にも必要に応じて一定期間無償で役務の提供を実施する旨を

約した瑕疵担保条項が含まれており、当社ではこのような売上後の追加原価発生に備えて、当社内規に従い品質保証引当

金を計上しております。追加原価の最大の発生原因である不具合（いわゆるバグ）は完全に解消することは不可能といわ

れており、当社としては不具合発生の低減のために品質維持・向上活動に注力し、且つそれでも発生する場合の追加原価

に対応する品質保証引当金を見積もり計上しておりますが、実際のプロジェクトで発生した瑕疵等の補修費用が見積もり

額を超える場合には、当該引当金の追加計上が必要となり、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(6) ソフトウェア製品（UMLaut/J-XML）の販売動向について 

 当社は、プロダクトベース・ソリューション事業の主力製品として、次世代XML-EDIソフトウェア「UMLaut/J-XML」の

拡販に努めております。この製品は、当社が流通業界の顧客との取引の中で蓄積してきた業界ノウハウと当社が保持する

IT技術が融合し、流通業界全体のインフラストラクチャーを向上させることを目的としたミドルウェアパッケージです。

現在、当社は、EDIシステム開発の構築と運用実績を豊富に持つパートナーとの提携・協業を通じてXML-EDI市場の開拓・

活性化を目指すとともに、早期に導入実績をあげることで製品の認知度を向上させるべく努めております。しかし、当該

事業領域は未だ発展途上の段階にあり、当社が期待するほどの需要が見込めず、または当社の対応の遅れ、競合製品の出

現、技術の陳腐化等が発生した場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(7) 人員の確保と育成について 

 当社は、平成19年3月31日現在、役員7名（非常勤監査役を含む）、従業員124名からなる事業体であり、このうちナレ



ッジベース・ソリューション事業及びプロダクトベース・ソリューション事業を構成する各サービスの提供を実施するプ

ロフェッショナル・スタッフは104名（第1事業部から第4事業部までの合計スタッフ人数）です。特にナレッジベース・

ソリューション事業については、労働集約的な要素を極力排除しておりますが、当社のプロフェッショナル・スタッフの

数が当社の売上の額を決定する大きな要因の1つになると考えられます。従って、今後当社が事業を拡大するためには、

既存のスタッフに加えて当社のナレッジベース・ソリューション事業に関して業務遂行能力を有する人員の確保が重要課

題となります。また、これと同時に、人員の育成と定着率の向上が不可欠です。このため、当社では各人の適性とキャリ

アプランを考慮した人材の配置、透明性の高い人事考課の徹底及びストックオプション制度等の諸施策を実施しています

が、当社のこれらの施策が将来にわたって効果的である保証はなく、今後退職者の増加や採用の不振等により必要な人員

確保ができなかった場合には当社の事業拡大に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  

(8) 業歴が浅いことについて 

 当社は平成12年7月25日に設立されましたが、業歴が浅く且つ当社はその事業領域をいわゆる「戦略的IT投資領域」に

特化した特異な企業であるとともに、プロダクトベース・ソリューション事業等の新たなビジネスモデルの展開も進めつ

つあるため、当社の業績に影響を及ぼすと考えられる様々な外部環境の変化について予想することは現状においては困難

であると思われます。従って、今後当社が成長を続けられるか等を予測する客観的な判断材料として過年度の経営成績だ

けでは不十分な面があると考えられます。 

なお、参考情報として、最近5事業年度及び当事業年度の経営成績の概要及び主な変動要因を記載すると以下のとおりで

す。 

 （注）上記第4期、第5期、第6期及び第7期の数値については、証券取引法第193条の2の規定に基づきみすず監査法人

（旧中央青山監査法人）の監査を受けておりますが、第2期、第3期につきましては当該監査を受けておりません。 

第2期（平成14年3月期） 

システム開発を中心とした事業を本格的に開始しました。大手企業から案件を受注し売上は大幅に増加いたしましたが、

人員拡充に伴う採用費及びオフィス関連費用への先行投資を優先させたため前事業年度に引き続き経常損失及び当期純損

失を計上いたしました。 

第3期（平成15年3月期） 

人員増加に伴い社内組織もビジネスユニット制に移行して顧客企業への迅速な対応ができるようになりました。売上はシ

ステム開発を中心に大型案件が増え、前事業年度に引き続き大幅に増加しましたが、第4四半期において不採算案件が発

生したことにより、多額の営業外費用を計上し、前事業年度に引き続き経常損失及び当期純損失を計上いたしました。 

第4期（平成16年3月期） 

当事業年度は、従来のシステム開発中心の事業からIT戦略の立案及びその実行支援業務を中心とする高付加価値事業へ事

業の軸足をシフトし始めた重要な事業年度になりました。下半期は半期としては過去最高益を計上しましたが、上半期中

に発生した不採算案件により通期としては減収、経常損失及び当期純損失を計上いたしました。 

第5期（平成17年3月期） 

前事業年度中に実施した事業シフトにより過去最高の売上を達成するとともに、売上利益率が前年同期比19.7％改善する

など飛躍的に収益性が向上し、設立以来の経常黒字化及び最終利益の黒字化を達成することができました。 

第6期（平成18年3月期） 

ナレッジベース・ソリューション事業については、プロフェッショナル・スタッフの増員と堅調な引き合いにより着実に

成長を続けるとともに、プロダクトベース・ソリューション事業ではこれまで研究開発段階にあった当社初の販売用ソフ

トウェア「UMLaut/J-XML」が完成し平成17年9月に市場に投入したことに伴い過去最高益を達成しました。また、平成18

年2月にジャスダック証券取引所に当社普通株式が上場し、1,202,500千円の公募増資を実施しました。 

第7期（平成19年3月期） 

ナレッジベース・ソリューション事業については引き続きプロフェッショナル・スタッフの増員及び大型開発案件やリピ

単位（千円） 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期  第7期 

 決算年月  平成14年3月  平成15年3月  平成16年3月  平成17年3月  平成18年3月  平成19年3月 

 売上高 695,023 1,470,047 1,352,721 1,485,712 1,582,433 1,916,782

 経常利益又は経

常損失（△） 
△111,495 △44,738 △89,384 81,402 208,756 219,898

 当期純利益又は

当期純損失

（△） 

△113,786 △44,271 △89,914 73,782 194,801 114,484

 純資産 806,879 762,607 672,693 746,475 2,197,329 2,343,211

 総資産 907,274 1,086,181 846,732 970,093 2,478,171 2,909,307



ート案件の堅調な受注により売上が伸張するとともに、プロダクトベース・ソリューション事業についても「UMLaut/J-

XML」の本格的な導入案件を受注したことにより、1,916,782千円と過去最高の売上を達成することができました。他方

で、ソフトウェア（UMLaut/J-XML）の開発活動の本格化に伴うソフトウェア償却費の増加と不採算案件の発生等により経

常利益は対前事業年度比微増にとどまりました。 

  

(9) 代表取締役への依存度について 

 当社の代表取締役社長である漆原茂は、当社の設立以来、当社の経営方針や戦略の決定を始め、事業開発、ブランド力

の向上等において重要な役割を果たしております。また、漆原茂は平成15年12月に当時の筆頭株主であった

WP Japan Holdings, L.L.C.から当社株式の大半を買い取り、平成19年3月31日現在当社発行済株式総数の42.37%を所有す

る筆頭株主でもあります。当社は、事業拡大に伴い社長に過度に依存しない経営体質の構築を進めておりますが、何らか

の理由により社長に不測の事態が生じた場合、または社長が退任するような事態が生じた場合には、当社の今後の経営成

績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(10) 組織体制について 

 平成19年3月31日現在、当社は役員7名、従業員124名からなる組織であり、そのうちナレッジベース・ソリューション

事業及びプロダクトベース・ソリューション事業で事業を直接推進する人員112名（各事業部のスタッフ、事業部長及び

営業部員）を支える人事、広報、管理企画部及び内部監査室のいわゆる管理部門の従業員は12名と現在の事業規模に応じ

たものとなっております。今後は、事業の拡大に伴い、人員の質・量とも強化し充実した内部統制組織の構築を図ってい

く方針でありますが、採用活動が計画通りに進まなかった場合には、事業規模に適した組織体制の構築に遅れが生じ、適

切な組織的対応ができないことにより当社の業務運営に支障が生じる可能性があります。 

  

（11） 知的所有権に関する訴訟の可能性について 

 当社の円滑な事業発展のためには、積極的な知的所有権の蓄積及び活用が重要な要素になると考えられます。当社は、

現在のところ研究開発活動の一環として数件の特許申請及び商標登録並びに著作権登録をしており、今後も積極的に当社

の権利保護や収益の拡大を目的とした知的所有権の出願・登録を実施してまいります。当社の管理企画部はこれらの司令

塔的役割を担っており、特許事務所又は法律事務所を通じて知的所有権の調査・確認及び契約上の責任の限定（損害賠償

責任制限条項等）を随時行っております。現時点では、当社が第三者から他人の特許権、著作権、商標権等の知的所有権

の侵害を理由として、また取引先から当社の過失等による契約違反を理由として、裁判上又は裁判外の損害賠償等の請求

を受けたという事実は存在しません。しかしながら、IT産業における知的所有権の調査・確認作業も煩雑化しており、ま

た、想定されるトラブル事例も不足しているのが実情であります。このため、当社の調査・確認作業の遅れ、不測のトラ

ブル等により、当社が提供するサービス又は製品及び当社が使用している著作物、商標等に関して第三者から知的所有権

の侵害を理由とする裁判上又は裁判外の損害賠償請求又は差止請求を受ける可能性があります。また、当社が提供する各

種サービス及び製品に起因する知的財産権侵害があり且つ契約に損害賠償責任制限条項がないときには間接損害まで含め

た多額の損害賠償請求を受ける可能性があります。 

  

(12) 新株予約権（ストックオプション）による株式価値の希薄化について 

 当社は、現在まで6回の株主総会決議に基づいて新株予約権（ストックオプション）を発行しており、平成19年3月31日

現在その総数は1,084個と発行済株式総数の7.34％に相当します。これらの新株予約権は株主割当ではなく従業員等に対

するインセンティブプランの一環として発行されており、新株予約権の行使が行われると新株の発行を伴うため当社の株

式価値のうち既存株主分としての株式価値は希薄化します。 

 また、会計制度の新規適用によりストックオプションの費用計上が実施されており、今後の経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

(13) 情報管理について 

 当社の事業においては、その性格上、個人情報を含む顧客に関する機密情報を取り扱うケースが多くあります。当社で

は、これらの顧客情報について社内規程に基づく厳格な管理を行っており、過去に顧客情報の重大な漏洩が起きた事実は

ありません。また、これらに起因する損害賠償請求を受けた事実もありません。しかし、今後、顧客情報管理について何

らかの問題が生じた場合には、損害賠償責任の発生や当社に対する信頼の低下により当社の経営成績に影響を与える可能

性があります。 

  

(14) 配当政策について 



 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。しかしながら、配当政策については、当

社が成長段階にある企業との認識から、早急な配当還元策よりも今後の事業展開に備えた内部留保の充実及び再投資によ

る企業価値の最大化を図ることが重要であると考え、過去において剰余金の配当は実施しておりません。現在投資段階に

あるプロダクトベース・ソリューション事業の黒字化を前提に配当開始に向け検討を進めているところですが、平成19年

3月期を含め早急な配当実施の計画は現時点ではなく、前述のとおり剰余金の再投資による企業価値最大化に努めていく

所存です。 

  

(15) 短期的な業績変動の可能性について 

 当社は全てのプロジェクトについて完成基準により売上を認識しております。そのため、いわゆる進行基準を採用して

いる企業と営業利益を比較すると、利益の認識が遅れる可能性が高くなりますが、確実な収益の実現のみを当社の売上と

して認識するという保守主義の見地から、当社では当該基準を採用しており、今後もこれを継続する方針であります。さ

らに、個別のプロジェクトの集合体で当社の売上が構成されているという事情に鑑みれば、当社の売上認識時期は、契約

期間、請求時期、検収時期等に左右されることになり、業績を把握する会計期間が短くなるほど、業績のトレンドが判断

しにくくなる可能性があります。特に四半期の会計情報については、この傾向が強くなる可能性があります。このため、

当社では受注高や受注残高等の補完情報を積極的に開示する方針でありますが、特定の期間に極端な売上の偏重が将来発

生しないという保証はなく、その場合には、当社の業績の実態を必ずしも正確に反映せず、また期間比較が困難になる可

能性があります。  

 参考情報（直近4事業年度の3ヶ月毎の売上推移表） 

  

 (16) 特定の顧客や個別プロジェクトによる業績の変動リスクについて 

 当社は、業歴もまだ浅く、また限られた経営資源を効率的に投入していく必要もあり、基幹事業であるナレッジベー

ス・ソリューション事業における顧客は上位数社に依存する傾向が強くなっています。また、顧客に対する深耕を進めて

きた結果、既存顧客からのリピート受注が売上高に占める比率も平成16年3月期は65%、平成17年3月期は90%、平成18年3

月期では72%、そして平成19年3月期では75％と高い傾向にあります。今後、積極的なプロモーション活動を通じた知名度

及び信用力の向上をてこに、新規顧客の潜在的な需要を掘り起こし顧客の分散化を図ることにより事業拡大を目指すこと

で、当該リスクの低減を図る方針であります。しかしながら、当面の事業規模を考慮すれば受注したプロジェクトの規模

や進捗状況により、一時的に売上高に占める特定顧客への依存度が高まる可能性があります。従って、当該顧客の業績変

動や経営方針の変更、信用力の低下など当社が予測又は管理しにくい要因等が生じた場合には、当社の経営成績に影響を

与える可能性があります。 

 参考情報（直近3事業年度の上位顧客3社が売上高に占める割合） 

  

(17) 無形固定資産の減損処理の可能性について  

 当社初の市場販売目的のソフトウェアであるUMLaut/J-XMLが平成17年7月に製品化され平成17年9月から販売が開始され

たことに伴い、当該ソフトウェアを無形固定資産として当社の貸借対照表に計上し減価償却を開始しております。当該減

価償却に関する会計処理は、販売見込期間(3年)における見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年)に基づく均等

配分額を比較し、いずれか大きい金額で減価償却を行う方法を採用しております。このように、減価償却計算算定の基礎

の一部に販売見込期間と見込販売収益を用いることから、実際販売収益が販売見込期間(3年)における見込販売収益に達

しない場合は、減損処理が必要となる可能性があり、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

単位：千円 4－6月期 7－9月期 10－12月期 1－3月期 合計 

 平成16年3月期 282,623 408,027 229,513 432,556 1,352,721

 平成17年3月期 390,170 252,853 535,763 306,926 1,485,712

 平成18年3月期 262,882 442,743 310,757 566,050 1,582,433

 平成19年3月期 246,913 521,226 357,616 791,026 1,916,782

  平成17年3月期 平成18年3月期  平成19年3月期 

 （A）売上高（千円） 1,485,712 1,582,433 1,916,782

 （B）上位3社に対する売上

高合計額（千円） 
638,450 799,225 713,956

 (B)/(A)上位3社割合（％） 42.9 50.5 37.2



 (18) 投資有価証券等の減損処理の可能性について  

 当社は、平成12年7月の設立以来、顧客企業の収益に直結するシステム投資領域を「戦略的IT投資領域」と定め、当該

事業領域においてCIO支援等の高付加価値ITコンサルティングサービスを提供してまいりました。その多くの顧客企業は

日本を代表する製造業、流通業及び情報通信企業でありますが、一部に創業から日の浅いいわゆるベンチャー企業も含ま

れております。ベンチャー企業との取引においては、その案件受注の局面において当社が高付加価値サービスを提供でき

るか否かに加えて、そのサービスの提供対象である企業あるいは事業自身の成長性・将来性についても十分吟味し、互い

にWin－Winの関係が構築できると認識すれば出資を行うことも積極的に検討をしています。これらの企業への出資は、将

来の当社にキャピタルゲイン等を通じてより多くの果実をもたらす可能性がある反面、当初見込んでいた事業の成長性や

収益性が発現できない場合には、取得した投資有価証券等について減損処理が必要となる可能性があり、当社の経営成績

に影響を与える可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 当事業年度の研究開発活動は、前事業年度から引き続き下記の２つの分野（UMLaut/SWF（ソフトウェアフレームワ

ーク）及びUMLaut/J-XML（ウムラウト/ジェイエックスエムエル））での活動に注力しました。 

 UMLaut/SWFの研究開発については、第４事業部を中心に推進しており主に担当しているスタッフは２名です。

UMLaut/J-XMLについては、第１事業部を中心に推進しており主に担当しているスタッフは11名であります。 

 当事業年度において当社が研究開発活動のために支出した研究開発費の総額は992千円であります。なお、

UMLaut/J-XMLに関する研究開発活動については、平成17年７月にバージョン1.0の開発に着手したことにより平成17

年７月以降は市場販売目的のソフトウェアとして資産化（無形固定資産）を開始しており、研究開発費としては認識

しておりません。 

  

当事業年度での主な活動の内容をテーマ毎に示すと次のとおりです。 

１．UMLaut/SWF（ソフトウェアフレームワーク）（※1）の開発 

 バージョン５及びバージョン６の維持・拡張 

 UMLaut/SWFバージョン５及びバージョン６を利用しているプロジェクトからの機能改善要求の取り込み及び不具合

報告への対応を行い、一層の品質向上・安定化に努めました。 

＜用語説明＞ 

※1 UMLaut/SWF（ソフトウェアフレームワーク） 

 会社設立時から、顧客向けソリューション構築の実践と並行して、自社のノウハウ、汎用的なソフトウェア部品の

集合体であるフレームワークを開発しています。バージョン6では、下記の6種類の機能をサポートしています。 

 ①UMLaut Webapp：プレゼンテーション層 

 ②UMLaut DAO：インテグレーション層のO-Rマッピング 

 ③UMLaut Util：汎用ユーティリティ 

 ④UMLaut Text：文字列操作 

 ⑤UMLaut I/O：各種リソースアクセス 

 ⑥UMLaut System：アプリケーションの基盤 

  

２．UMLaut/J-XML（ウムラウト/ジェイエックスエムエル）の開発 

 「UMLaut/J-XML」は、流通業界において、企業内の業務システムと取引先企業のシステムとの間で、インターネッ

トを使ったデータ交換を可能にする次世代XML-EDI（※1）ソフトウェアです。流通業界における企業間メッセージ標

準を用い、流通ビジネスプロセスモデル（※2）に沿ったメッセージ交換が可能となる、日本で初めてのパッケージ

となります。受発注から、物流、決済にいたる一連の取引の流れを過去にさかのぼることを可能にする明細トレース

など、標準化のメリットを最大限に生かすことのできる、伝票レスの実現を見据えた新機能についてもいち早く提供

しています。基幹業務システムに必要となる性能、信頼性、可用性を考慮して平成16年9月から開発を進め、これま

で機能追加や対応データベースの追加等を行って、数度のバージョンアップを実施してきました。そして、平成19年

4月には、流通業界の新しい標準である流通ビジネスメッセージ標準(※3)に対応したバージョン1.4の提供を開始し

ています。 

 また、平成18年10月には、より安価にご利用いただき、XML-EDIの普及を促進するために、ハードウェア及びデー

タベースや通信ソフトウェアを統合した、次世代XML-EDIオールインワン製品の開発、販売開始を発表いたしまし

た。今後も、さらなる機能拡張や標準の変更への追随を行い、バージョンアップを行っていく予定です。 



  

UMLaut/J-XMLは、大きく次の機能を有します。 

 ①企業間メッセージ交換機能 

  UMLaut/J-XMLを導入している企業間で、標準XMLメッセージ及び任意のファイルを交換する機能。 

②ビジネスプロセス制御機能 

 流通ビジネスプロセスモデルに対応した情報交換を実現する機能。最先端のSOA技術(※4)を採用して、数千にも

及ぶ企業間業務フローパターンに効率的に対応することで、小売業、卸売業、メーカー、物流業など流通業に関わ

る多くの企業で、このパターンに従った取引データ交換を実現できます。 

 ③既存業務システム連携機能 

  企業内の発注システムや物流システム等の既存業務システムと連携し、送受信データの受け渡しをする機能。 

  

UMLaut/J-XMLの導入メリット 

 ①次世代XML-EDIを実現 

 UMLaut/J-XMLは、経済産業省によって策定が進められている、標準XMLメッセージに対応し、そのメッセージを

使った流通プロセスモデルに従った企業間の電子商取引環境を実現します。企業間で標準の共通メッセージフォー

マットを使ったメッセージ交換を行うことにより、これまで取引先ごとにメッセージフォーマットがばらばらであ

ったために必要だった、業務システム側での個別対応が不要となります。UMLaut/J-XML間の通信には、インターネ

ットを利用します。従来のJCA手順（※5）による専用線を利用した通信と比べ、高速かつ低コストの通信インフラ

を構築することができます。 

 流通プロセスモデルには、極めて複雑で多様な日本の流通業の業務フローのすべてを網羅したパターンが含まれ

ています。「UMLaut/J-XML」では、SOA技術を採用して、これらすべてのパターンに効率的に対応することで、小

売業、卸売業、メーカー、3PL（※6）など流通業に関わる多くの企業で、このプロセスモデルに対応した取引デー

タ交換を実現します。 

 ②容易な基幹システム連携 

 UMLaut/J-XMLの導入で、これまで必要だった各取引相手に対応するための追加開発が不要になります。多種多様

な業務フローに対応するために行なわなければならないことは、既存の業務システムの入出力データを

「UMLaut/J-XML」が提供しているインタフェースに合わせることだけになります。このために必要な連携アダプタ

(業務アダプタ)を開発するためのツール群を提供しているので、現在の業務システムはそのままに、次世代の流通

XML-EDIを実現する環境を素早く実現できます。 

 ③多様な提供形態 

 大企業から中小企業まで、企業取引の規模や企業内のシステム状況にあわせた導入形態を用意しています。

ebXMLを用いたサーバ間通信の形態以外に、クライアント・サーバ型の通信形態での利用にも対応できます。また 

、ASPサービスやVANサービスを提供するシステム環境にUMLaut/J-XMLを組み込んで、企業間の情報交換のバリエー

ションを増やすことも可能になります。これにより、業界全体で新しい流通EDI環境を実現することを容易にしま

す。 

 ④先進機能の提供 

 受発注から物流、決済に至るまでの複数企業間の多様な業務フローを網羅しています。あらかじめ定義された複

数種類の業務フローから、受発注や物流、決済の単位ごとに取引先との業務フローを選択し、それをつなぎ合わせ

て、一貫した業務フローを実現できます。企業間業務フローの定義は取引先や取扱商品ごとに構成ファイル内で管

理され、業務フローが変わった場合でも、構成ファイルの設定変更で対応できます。 

 さらに、受発注から決済までの企業間業務フローに従った一連のメッセージ交換の際に、伝票の明細単位にトレ

ース情報を取得しています。このトレース情報を後から確認することにより、欠品や分納、未納といった業務例外

発生の確認や、これまで人手による伝票確認が必要であった決済段階での支払と請求の不一致の際の原因調査を容

易に行うことができます。今後の進展が予想される取引企業間でのリアルタイムな情報共有やICタグを用いたトレ

ーサビリティなどを可能し、流通業界各社の長年の夢であった伝票レスを実現するための基盤を提供します。 

＜用語説明＞ 

※1 XML-EDI 

 XML-EDIとは、データを送受信するためのフォーマットにXMLを採用したインターネットEDI

（Electronic Data Interchange）のことです。従来のEDIは、低速の専用線を用いて固定長の単純なデータ転送を行

うものでした。XML-EDIでは、インターネットを使うことにより通信の高速化を実現すると共に、拡張可能な構造を

持つXMLフォーマットを使うことにより企業間でのシステムの高度な連携が可能になります。 

※2 流通ビジネスプロセスモデル 

 流通ビジネスプロセスモデルとは、日本の流通業界において取引企業との間で電子的にやり取りされる、発注等の

各種情報の流れと、各企業内の情報の取扱い方を整理しパターンに分類したもので、受発注や物流、決済等のブロッ



クに分けて考えられています。企業間のデータの流れは、これらのパターンの組み合わせで定義することができま

す。 

※3 流通ビジネスメッセージ標準 

 平成17年度に、日本チェーンストア協会及び日本スーパーマーケット協会が中心となり、新しい流通業界の企業間

標準メッセージの検討が開始され、平成18年度経済産業省及び流通システム開発センターの事業として引き継がれ

て、平成19年3月に流通ビジネスメッセージ標準として発表されました。平成18年度末には、この新しい標準を使っ

て、複数の小売業者、卸業者、メーカーが参加した共同実証事業も行われています。UMLaut/J-XMLは、いち早くこの

新しい標準に対応いたしました。 

※4 SOA技術 

 SOA（サービス指向アーキテクチャ）とは、ビジネスプロセスの構成単位をソフトウェア部品や機能として実現

し、それらを相互に連携させることで、企業内や企業間にまたがる大規模なシステムを柔軟に構築しようとするシス

テムアーキテクチャのことです。 

※5 JCA手順 

 JCA手順とは、現在流通業界に広く普及しているデファクト標準の通信制御手順のことです。昭和55年に日本チェ

ーンストア協会(JCA)にて定められました。原則として固定長の受発注データ交換の仕組みで、公衆回線での利用を

前提としています。 

※6 3PL（サード・パーティ・ロジスティクス） 

 3PLとは、企業の流通機能全般を一括して請け負うアウトソーシングサービスのことです。自身は物流業務を手が

けない企業が、顧客の配送・在庫管理などの業務を、プランニングやシステム構築などを含め長期間一括して請け負

い、外部の物流業者などを使って業務を遂行するものです。物流業者に業務を委託するのとは違い、3PLは「荷主の

物流部門」として振舞うため、複数の物流業者から最も荷主の利益にかなう業者を選択したり、荷主側の要望を物流

業者と交渉したりといったことが可能となります。 

  



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日（平成19年6月28日）現在において当社が判断したものであ

ります。 

(1) 重要な会計方針及び見積もり 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しています。この財務諸表

の作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積

もりを必要とします。経営者は、これらの見積もりについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断していますが、実

際の結果は、見積もり特有の不確実性があるため、これらの見積もりと異なる場合があります。 

当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5経理の状況 財務諸表等(1)財務諸表 重要な会計方針」に記載して

おりますが、特に下記に示す重要な会計方針が財務諸表における重要な見積もりの判断に大きな影響を及ぼすと考えてお

ります。 

  

① 無形固定資産（市場販売目的のソフトウェア） 

 当社では、無形固定資産のうち、市場販売目的のソフトウェアについては、販売見込期間（3年）における見込販売収

益に基づく償却額と残存有効期間(3年)に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額で減価償却を行っておりま

す。実際の販売収益が販売見込期間(3年)における見込販売収益に達しない場合は、減損処理が必要となる可能性があり

ます。 

  

② 受注プロジェクト損失引当金 

 当社では、受注しているプロジェクトのうち、事業年度末で将来大幅な損失が確実視され、かつ、その金額を合理的に

見積もることができるプロジェクトについては、事業年度末以降に発生が見込まれる損失について引当計上しておりま

す。なお、受注プロジェクト損失引当金計上対象プロジェクトのうち、事業年度末の仕掛品残高が事業年度末の手持ち受

注金額を既に上回っているプロジェクトについては、その上回った金額を仕掛品から直接減額し、受注プロジェクト損失

引当金には含めておりません。当社では、プロジェクトのリスク管理を経営上の最重要課題として位置づけ、事業部及び

内部監査室を中心にリスクの把握とその解決手段に関する知識・経験の蓄積に注力しています。上記の引当金等の計上に

ついても蓄積した知識と経験に基づく最も合理的な数値を算出するよう最善の注意を払っておりますが、実際のプロジェ

クトで発生した損失額が、見積額と異なる場合には引当金の追加計上等が必要になる場合があります。 

  

③ 品質保証引当金 

 当社では、プロジェクトの瑕疵担保期間において、契約に従い顧客に対して無償で役務提供を実施する場合がありま

す。このような売上計上後の追加原価に備えるため、過去の実績率に基づき計算した額及び個別に追加原価の発生可能性

を勘案し計算した見積もり額を品質保証引当金として計上しております。当社は、プロジェクトの品質管理を最優先課題

とし、受注時から検収・納品まで最善の努力を傾けていますが、実際のプロジェクトで発生した瑕疵等の補修費用が見積

もりと異なる場合には、引当金の追加計上が必要になる場合があります。 

  

(2）経営成績に関する分析 

① 売上高 

 売上高は、顧客からの堅調な需要に支えられ、前事業年度に比べ21.1％増加の1,916,782千円となり過去最高を記録し

ました。事業別に売上高の分析をすると以下のとおりです。 

ナレッジベース・ソリューション事業（KBS事業）においては、当社スタッフの増員と外注先との協業を拡大できたこと

に加え、主に情報通信産業等の顧客からの需要が堅調に推移し、前事業年度比17.9％増加しました。（下表参照）  

（事業別の売上高表） 

  平成18年3月期 平成19年3月期  増加額 増加率（％） 

 KBS事業（千円） 1,485,495 1,750,925 265,429 17.9

 PBS事業（千円） 96,938 165,856 68,918 71.1

 合計（千円） 1,582,433 1,916,782 334,348 21.1



 また、プロダクトベース・ソリューション事業（PBS事業）においては、主に「UMLaut/J-XML」の販売拡大が寄与し、売

上高は前事業年度比71.1％増加の165,856千円と堅調な伸びを見せました。（下表参照） 

 （PBS事業の製品別売上高表） 

  

② 営業利益、売上原価及び販売費及び一般管理費 

 営業利益は、前事業年度比30.8％減少の165,851千円となりました。この主な要因は、ナレッジベース・ソリューショ

ン事業（KBS事業）において外注先の不都合等に起因した多額のプロジェクト損失が発生したことや、一時的な有償稼働

率の低下等によりKBS事業の営業利益率が前事業年度の45.0％から38.5％に低下したことに加え、プロダクトベース・ソ

リューション事業（PBS事業）の主力製品である「UMLaut/J-XML」に関する減価償却費が開発・販売活動の本格化に伴い

前事業年度の18,422千円から95,904千円と大幅に増加したことにあります。事業別の営業利益は、下記のとおりです。  

 （事業別営業損益表） 

 (注）全社共通費用は、研究開発費を除く販売費及び一般管理費を表示しております。 

  

③ 経常利益及び営業外収益 

 経常利益は、前事業年度比5.3％増加の219,898千円となりました。上記②までの営業利益の減少はあったものの、営業

外収益において、49,470千円の受取賠償金を計上したことが主な要因です。 

  

④ 当期純利益、特別損益及び法人税、住民税及び事業税（法人税等調整額） 

 当期純利益は、前事業年度比41.2％減少の114,484千円となりました。経常利益の増加はあったものの、前事業年度の

税額計算において税務上の繰越欠損金が全て解消され当事業年度において税負担が増加したことが主な要因です。  

  

(3）財政状態に関する分析 

① 総資産 

 総資産は、ナレッジベース・ソリューション事業の堅調な売上により売掛金が増加（176,650千円）となったほか、投

資有価証券の取得（164,000千円）や主力製品である「UMLaut/J-XML」への投資増加によるソフトウェア（無形固定資

産）の増加（62,898千円）等により、前事業年度比431,136千円（17.4％）増加の2,909,307千円となりました。 

  

② 負債（流動負債） 

 流動負債は、外注先への依頼案件の増加による未払金の増加（134,226千円）、受注した案件の一部に発生した損失に

対する引当金（受注プロジェクト損失引当金）（15,801千円）並びに品質保証引当金（9,555千円）の計上、未払費用及

び未払法人税の増加等により、前事業年度比285,254千円（101.6％）増加の566,095千円となっております。 

  

③ 純資産 

 純資産は、主に当期純利益（114,484千円）の計上とストックオプションの行使により前事業年度の資本合計と比べ

6.6％増加の2,343,211千円となっております。 

  

④ キャッシュフローの状況 

 当事業年度における各キャッシュフローの状況につきましては以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、前事業年度に引き続き売上が堅調に伸びたことに伴い売掛金が増加し

たものの、減価償却費及び外注先に対する未払金の増加等により前事業年度10,827千円の純支出から244,499千円の純収

入へとキャッシュ・イン・フローに転じました。 

  平成18年3月期  平成19年3月期 

PBS事業（千円） 96,938 165,856

  内 UMLaut/SWF （千円） 18,280 11,178

  内 UMLaut/J-XML （千円） 78,658 154,678

（単位：千円）  KBS事業  PBS事業 全社共通費用 合計 

 売上高 1,750,925 165,856  － 1,916,782

 営業費用 1,075,949 206,206 468,774 1,750,930

 営業利益 674,976 △40,349 △468,774 165,851

 営業利益率（％）  38.5 △24.3  － 8.7 



 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、販売用ソフトウェア「UMLaut/J-XML」への投資が更に加速したことにより無形

固定資産への支出が157,606千円と増加したほか、余資の効率的運用を目的とする債券購入（696,815千円）及び投資有価

証券の取得（164,000千円）等により、1,034,684千円の純支出となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、ストックオプションの行使により30,300千円の収入となりました。 

  

 以上の結果、当事業年度における現金及び現金同等物の減少額は759,884千円となり、当事業年度末における現金及び現

金同等物の残高は993,777千円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

(1）主要な設備の新設 

当事業年度における設備投資の総額(無形固定資産及びその他の資産への投資を含む)は21,224千円であり、その

主な内容は以下のとおりです。 

（注） 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

(2）主要な設備の除却・売却等 

当事業年度において確定した主要な設備の除却及び売却は3,108千円であり、その主な内容は以下のとおりで

す。 

（注） 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

主要な設備投資の内容 投資金額（千円） 

 パソコン、サーバー及びその周辺機器 15,943 

 自社利用のソフトウェア 5,280 

主要な設備の除却及び売却の内容 除却及び売却金額(千円) 

 パソコン、サーバー及びその周辺機器の除却 3,108 



２【主要な設備の状況】 

 （注）１．現在休止中の主要な設備はありません。 

２．上記金額に消費税等は含まれておりません。 

３．上記ソフトウェアは自社利用のソフトウェアを表示しており、販売用ソフトウェアは含まれておりません。

４．上記のほか、リース契約による主な賃借設備として以下のものがあり、いずれもリース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース契約であります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設 

（注）上記オフィス増床（敷金・建物付属設備）については、オフィスの効率的な利用が推進できていることから平成

19年6月着手予定から平成21年6月着手予定に変更しております。 

  

(2）重要な設備の除却 

 設備の除却等の計画はありません。 

  平成19年３月31日現在

事業所名 
(所在地) 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物付属設備 

（千円） 

工具・器具及び
備品 

（千円） 

ソフトウエア 
（千円） 

敷金 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

(東京都中央区) 
12,718 21,728 5,377 104,049 143,874 124 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 台数 リース期間 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社 

(東京都中央区) 

コピー機及び 

シュレッダー 
一式 ５年 1,440 2,160 

事業所名 
(所在地) 

設備の 
内容 

投資予定額 

資金調達方法 着手年月 
完了予定 
年月 

完成後の 
増加能力 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

全社（東京都中央区） 
 オフィス増床

（敷金） 
36,000  ― 増資資金 

 平成21年 

6月 

平成21年 

8月  
― 

全社（東京都中央区） 
 オフィス増床

（建物付属設備） 
40,000  ―  増資資金 

 平成21年 

6月 

平成21年 

8月  
― 

合計 76,000  ―  ― ― ― ― 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）平成19年2月21日開催の取締役会決議に基づき、平成19年4月1日付で1株を4株とする株式の分割を実施致しま 

      した。これに伴う定款の一部変更により発行可能株式総数は174,000株増加し、232,000株となっております。

②【発行済株式】 

（注）1. 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 

 2.「提出日現在発行数」欄には、平成19年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権等の行使により

   発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

①旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  

（平成14年6月26日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて

消却した新株予約権の数及び権利行使した新株予約権の数を減じております。 

    ２．主な新株予約権の行使条件について 

(a) 各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者（以下、「対象者」と

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 58,000 

計 58,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成19年3月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年6月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 14,774 59,096 ジャスダック証券取引所  注1 

計 14,774 59,096 － － 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 
180 (注)１ 180 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
180 (注)１ 720 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
150,000 

(注)１ 

150,000 

 (注)１ 

新株予約権の行使期間 
自平成16年６月27日 

至平成24年６月26日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  150,000 

資本組入額  75,000 

発行価格  37,500  

資本組入額  18,750  

新株予約権の行使の条件 （注）２ （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

全部又は一部につき、第三

者に対して譲渡、質入及び

一切の処分はできない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 
－ － 



いう。）が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者の請

求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、対象

者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。 

(b）対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(c)記載の「新株約権割

当契約」に定める条件による。 

(c）上記のほか細目等については、平成14年6月26日開催の定時株主総会決議及び平成14年7月24日開催の取締

役会決議並びに平成15年1月23日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成14年7月25日及

び平成15年1月24日に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 



（平成15年６月25日定時株主総会決議及び平成15年12月24日臨時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて

消却した新株予約権の数及び権利行使した新株予約権の数を減じております。  

２．主な新株予約権の行使条件について 

(a）各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者（以下、「対象者」と

いう。）が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者

の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、

対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。 

(b）対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(c)記載の「新株予約権

割当契約」に定める条件による。 

(c）上記のほか細目等については、平成15年６月25日開催の定時株主総会決議、平成15年12月24日開催の臨時

株主総会決議及び平成16年２月16日開催の取締役会決議並びに平成16年３月30日開催の取締役会決議に基

づき、当社と対象者との間で平成16年２月17日及び平成16年３月31日に締結した「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。  

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 
171 (注)１ 171 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
171 (注)１  684 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
80,000 

(注)１ 

80,000 

(注)１ 

新株予約権の行使期間 
自平成17年６月26日 

至平成25年６月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  80,000 

資本組入額 40,000 

発行価格  20,000  

資本組入額 10,000  

新株予約権の行使の条件 （注）２ （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

全部又は一部につき、第三

者に対して譲渡、質入及び

一切の処分はできない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 
－ － 



 （平成16年６月24日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて

消却した新株予約権の数及び権利行使した新株予約権の数を減じております。  

２．主な新株予約権の行使条件について 

(a）各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者（以下、「対象者」と

いう。）が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者

の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、

対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。 

(b）対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(c)記載の「新株予約権

割当契約」に定める条件による。 

(c）上記のほか細目等については、平成16年６月24日開催の定時株主総会決議及び平成16年10月20日開催の取

締役会決議並びに平成17年５月25日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成16年10月21

日及び平成17年５月26日に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。  

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 
138 (注)１ 135 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
138 (注)１  540 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
150,000 

(注)１ 

150,000 

(注)１ 

新株予約権の行使期間 
自平成18年６月25日 

至平成26年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   150,000 

資本組入額   75,000 

発行価格   37,500  

資本組入額   18,750  

新株予約権の行使の条件 （注）２ （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

全部又は一部につき、第三

者に対して譲渡、質入及び

一切の処分はできない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 
－ － 



 （平成17年６月14日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて

消却した新株予約権の数等を減じております。  

２．主な新株予約権の行使条件について 

(a）各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者（以下、「対象者」と

いう。）が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者

の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、

対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。 

(b）対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(c)記載の「新株予約権

割当契約」に定める条件による。 

(c）上記のほか細目等については、平成17年６月14日開催の定時株主総会決議及び平成17年12月21日開催の取

締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成17年12月22日に締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。  

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 
404 (注)１ 396 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
404 (注)１ 1,584 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
150,000 

(注)１ 

150,000 

(注)１ 

新株予約権の行使期間 
自平成19年６月15日 

至平成27年６月14日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   150,000 

資本組入額   75,000 

発行価格   37,500 

資本組入額   18,750 

新株予約権の行使の条件 （注）２ （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

全部又は一部につき、第三

者に対して譲渡、質入及び

一切の処分はできない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 
－ － 



②会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （平成18年６月29日定時株主総会決議及び平成19年２月９日取締役会決議） 

 （注）１．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて

消却した新株予約権の数等を減じております。  

２．主な新株予約権の行使条件について 

(a）各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者（以下、「対象者」と

いう。）が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者

の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、

対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。 

(b）対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(c)記載の「新株予約権

割当契約」に定める条件による。 

(c）上記のほか細目等については、平成18年６月29日開催の定時株主総会決議及び平成19年２月９日開催の取

締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成19年２月９日に締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。  

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 
89  79 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
89  316 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
340,842 

  

340,840 

(注)１ 

新株予約権の行使期間 
自平成20年６月30日 

至平成21年６月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   340,842 

資本組入額   170,421 

発行価格   85,210 

資本組入額   42,605 

新株予約権の行使の条件 （注）２ （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

全部又は一部につき、第三

者に対して譲渡、質入及び

一切の処分はできない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 
－ － 



 （平成18年６月29日定時株主総会決議及び平成19年３月22日取締役会決議） 

 （注）主な新株予約権の行使条件について 

(a）各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者（以下、「対象者」と

いう。）が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者

の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、

対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。 

(b）対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(c)記載の「新株予約権

割当契約」に定める条件による。 

(c）上記のほか細目等については、平成18年６月29日開催の定時株主総会決議及び平成19年３月22日開催の取

締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成19年３月22日に締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。  

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 
2  2 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
2  8 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 321,411 321,408 

新株予約権の行使期間 
自平成20年６月30日 

至平成21年６月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   321,411 

資本組入額   160,705 

発行価格   80,352 

資本組入額   40,716 

新株予約権の行使の条件 （注） （注） 

新株予約権の譲渡に関する事項 

全部又は一部につき、第三

者に対して譲渡、質入及び

一切の処分はできない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 
－ － 



③旧商法に基づく旧新株引受権付社債の状況 

旧商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第３

項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券が存在しております。当該新株引受権の行使による

株式の発行価額の総額（以下、「発行価額の総額」という。）、新株引受権の行使により発行する株式の発行価

格（以下、「行使価格」という。）及び資本組入額は以下のとおりであります。 

  

 （注）１．発行価額の総額は、平成13年１月15日開催の臨時株主総会及び平成13年１月22日開催の取締役会において決

議した発行価額の総額から、退職等の一定の条件に該当し消却した新株引受権の数及び権利行使した新株引

受権の数を減じております。 

２．主な新株引受権の行使条件については下記の(a)から(c)のとおりであり、その他の条件については平成13年

１月15日開催の臨時株主総会決議及び平成13年１月22日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間

で平成13年１月31日に締結した「新株引受権付与契約」に定められております。 

(a) 新株引受権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質入れ及び一切の処分は認めない。 

(b) 対象者として新株引受権を付与された者は、新株引受権を権利行使するまでの間、継続的に保有するとと

もに、当社に預託しなければならない。  

(c) 対象者として新株引受権を付与された者が、未行使の新株引受権を有したまま権利行使期間中に死亡した

場合には、当社と付与対象者との間で締結される新株引受権付与契約の定める範囲において、相続人は新

株引受権を相続し、行使できるものとする。 

銘 柄 
（発行日） 

事業年度末現在 
（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

発行価額の
総額(千円) 

行使価格
（円） 

資本組入額
（円） 

発行価額の
総額(千円) 

行使価格
（円） 

資本組入額
（円） 

第一回分離型無担保

新株引受権付社債 

(平成13年１月30日) 

5,000 50,000 25,000 5,000 50,000 25,000 



(3）【ライツプランの内容】 

  該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）1.平成15年12月24日開催の臨時株主総会における資本金減少決議に基づく資本の欠損の填補及びその他資本剰余

        金への振替であります。 

2．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格 650,000円  引受価額 601,250円  資本組入額 233,750円 

3．新株予約権等（ストックオプション）の行使による増加であります。 

 4．平成19年4月1日から平成19年5月31日までの間の新株予約権等（ストックオプション）の行使による発行済株

式数等の増加はありません。 

 5．平成19年2月21日開催の取締役会決議に基づき、平成19年4月1日付で1株を4株とする株式の分割を実施致しま

した。これにより発行済株式総数は平成19年4月1日付けで44,322株増加し、59,096株となっております。 

年月日 
発行済株式
総数増減数

（株) 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減
額（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

平成16年１月26日 

（注）1 
― 11,900 △402,500 300,000 ― 322,500 

平成18年2月21日 

（注）2 
2,000 13,900 467,500 767,500 735,000 1,057,500 

平成18年2月21日～平

成18年3月31日  

 （注）3 

626 14,526 26,690 794,190 26,862 1,084,362 

平成18年4月1日～平

成19年3月31日  

 （注）3 

248 14,774 15,150 809,340 15,163 1,099,526 



(5）【所有者別状況】 

(6）【大株主の状況】 

  

  平成19年3月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状
況 (株) 政府及び

地方公共
団体 

金融 
機関 

証券 
会社 

その他の 
法人 

外国法人等 
個 人 
その他 

計 
個人以外 個人 

株主数（人) 0 4 8 25 6 0 1,446 1,489 0 

所有株式数

（株） 
0 397 110 2,445 100 0 11,722 14,774 0 

所有株式数

の割合

（％） 

0.00 2.69 0.74 16.55 0.68 0.0 79.34 100.00 0 

  平成19年3月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

 漆原 茂 東京都世田谷区 6,260 42.37 

 高橋 敬一 神奈川県横浜市中区 700 4.74 

 沖電気工業㈱ 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号新虎ノ門ビル 600 4.06 

 ㈱インテックホールディングス 富山県富山市牛島新町5－5 550 3.72 

 TIS㈱ 東京都港区海岸1丁目14番5号TIS竹芝ビル 530 3.59 

 馬場 和広 神奈川県横浜市磯子区 450 3.05 

 神林 飛志 東京都台東区  350 2.37 

 ㈱インターネットイニシアティブ 東京都千代田区神田神保町1丁目105 330 2.23 

 日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町2丁目11－3 243 1.64 

日立ソフトウェアエンジニアリン

グ㈱ 
神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目1番地43 230 1.56 

計 － 10,243 69.33 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成19年3月31日現在

区       分 株 式 数 (株) 議決権の数(個) 内      容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株

式等) 
― ― ― 

議決権制限株式(その

他) 
― ― ― 

完全議決権株式(自己株

式等) 
― ― ― 

完全議決権株式(その

他) 
普通株式 14,774 14,774 

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 14,774 ― ― 

総株主の議決権 ― 14,774 ― 

  平成19年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称 

所有者の
住所 

自己名義
所有株式
数（株） 

他人名義
所有株式
数（株） 

所有株式
数の合計
（株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ―  ―  ―  ―  



(8）【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、一定の決議及び条件のもとに新株引受権

の付与と新株予約権の割当を対象者に実施するものです。具体的な内容を回次で示すと以下のとおりでありま

す。 

①第１回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成14年６月26日開催の定時株主総会特別決議及び平

成14年７月24日開催の取締役会決議により、下記のとおり新株予約権を当社従業員に割り当てております。当

該制度の内容は、以下のとおりであります。 

   （注）当事業年度中に「新株予約権割当契約」に基づき権利喪失又は権利行使した対象者の数及びこれに係る新株

予約権の数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

  

②第２回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成14年６月26日開催の定時株主総会特別決議及び平

成15年１月23日開催の取締役会決議により、下記のとおり新株予約権を当社従業員に割り当てております。当

該制度の内容は、以下のとおりであります。 

   （注）当事業年度中に「新株予約権割当契約」に基づき権利喪失又は権利行使した対象者の数及びこれに係る新株

予約権の数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

決議年月日 平成14年６月26日 

割当対象者の区分及び人数（名） 従業員：13名（注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 従業員：163株（注) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

決議年月日 平成14年６月26日 

割当対象者の区分及び人数（名） 従業員：4名（注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 従業員：17株（注) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 



③第３回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成15年６月25日開催の定時株主総会特別決議及び平

成15年12月24日開催の臨時株主総会特別決議及び平成16年２月16日開催の取締役会決議により、下記のとおり

新株予約権を当社従業員に割り当てております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

   （注）当事業年度中に「新株予約権割当契約」に基づき権利喪失又は権利行使した対象者の数及びこれに係る新株

予約権の数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

  

④第４回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成15年６月25日開催の定時株主総会特別決議、平成

15年12月24日開催の臨時株主総会特別決議及び平成16年３月30日開催の取締役会決議により、下記のとおり新

株予約権を監査役及び外部コンサルタントに割り当てております。当該制度の内容は、以下のとおりでありま

す。 

   （注）当事業年度中に「新株予約権割当契約」に基づき権利喪失又は権利行使した対象者の数及びこれに係る新株

予約権の数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

決議年月日 平成15年６月25日（定時）及び平成15年12月24日（臨時） 

割当対象者の区分及び人数（名） 従業員：8名（注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 従業員：36株（注) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

決議年月日 平成15年６月25日（定時）及び平成15年12月24日（臨時） 

割当対象者の区分及び人数（名） 
監査役：2名（注) 

外部コンサルタント：１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 

135株 

うち、監査役：105株（注) 

外部コンサルタント：30株 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 



⑤第５回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成16年６月24日開催の定時株主総会特別決議及び平

成16年10月20日開催の取締役会決議により、下記のとおり新株予約権を従業員に割り当てております。当該制

度の内容は、以下のとおりであります。 

   （注）当事業年度中に「新株予約権割当契約」に基づき権利喪失又は権利行使した対象者の数及びこれに係る新株

予約権の数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

  

⑥第６回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成16年６月24日開催の定時株主総会特別決議及び平

成17年５月25日開催の取締役会決議により、下記のとおり新株予約権を従業員に割り当てております。当該制

度の内容は、以下のとおりであります。 

   （注）当事業年度中に「新株予約権割当契約」に基づき権利喪失又は権利行使した対象者の数及びこれに係る新株

予約権の数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

決議年月日 平成16年６月24日（定時） 

割当対象者の区分及び人数（名） 従業員：15名（注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 従業員：51株（注) 

新株予約権の行使時の払込金額(円)  「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

決議年月日 平成16年６月24日（定時） 

割当対象者の区分及び人数（名） 従業員：27名（注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 従業員：87株（注) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 



⑦第７回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成17年６月14日開催の定時株主総会特別決議及び平

成17年12月21日開催の取締役会決議により、下記のとおり新株予約権を取締役及び従業員に割り当てておりま

す。当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

   （注）当事業年度中に「新株予約権割当契約」に基づき権利を喪失した対象者の数及びこれに係る新株予約権の

数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

  

⑧第８回新株予約権 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成18年６月29日開催の定時株主総会特別決議及び

平成19年２月９日開催の取締役会決議により、下記のとおり新株予約権を顧問及び従業員に割り当てておりま

す。当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

  

決議年月日 平成17年６月14日（定時） 

割当対象者の区分及び人数（名） 
取締役：3名 

従業員：82名（注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 
取締役：90株 

従業員：314株（注) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

決議年月日 平成18年６月29日（定時） 

割当対象者の区分及び人数（名） 
顧問：1名 

従業員：35名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 
顧問：10株 

従業員：79株 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 



⑨第９回新株予約権 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成18年6月29日開催の定時株主総会特別決議及び平

成19年3月22日開催の取締役会決議により、下記のとおり新株予約権を従業員に割り当てております。当該制

度の内容は、以下のとおりであります。 

  

⑩第１回新株引受権 

      日本証券業協会が定める当時の「登録前の第三者割当増資等及び特別利害関係者等の株式等の移動に関する細

則」第2条第12号に規定する成功報酬型ワラントとして、平成13年１月15日開催の臨時株主総会において特別

決議され、また平成13年１月22日開催の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、以

下のとおりであります。 

   （注）当事業年度中に「新株引受権付与契約」に基づき権利喪失又は権利行使した対象者の数及びこれに係る新株

引受権の数、目的となる株式の数は記載しておりません。 

決議年月日 平成18年６月29日（定時） 

割当対象者の区分及び人数（名） 従業員：1名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 従業員：2株 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

決議年月日 平成13年１月15日 

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員：3名（注） 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 従業員：100株（注） 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 
自平成13年1月31日 

至平成23年1月30日 

新株予約権の行使の条件 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。  

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。  

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。 



３【配当政策】 

(1）利益配分の基本方針 

 利益配分に関する基本方針については、当社が成長段階にある企業との認識から、早急な利益還元策よりも今後

の事業展開に備えた内部留保の充実及び利益の再投資による企業価値の最大化を図ることが重要と考え、過去にお

いて剰余金の配当や自己株式の取得・消却は行っておりません。しかしながら、株主への利益配分は重要な経営課

題の一つとして認識しており、配当については、現在投資段階にあるプロダクトベース・ソリューション事業の黒

字化を前提に、また自己株式の取得については資本政策の機動性確保や株価動向等を勘案し今後積極的に検討して

まいります。 

 なお、配当を実施する場合には、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており

ます。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありま

す。当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。  

(2）内部留保資金の使途 

 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。しかしながら、配当政策について

は、当社が成長段階にある企業との認識から、早急な配当還元策よりも今後の事業展開に備えた内部留保の充実及

び再投資による企業価値の最大化を図ることが重要であると考え、過去において剰余金の配当は実施しておりませ

ん。現在投資段階にあるプロダクトベース・ソリューション事業の黒字化を前提に配当開始に向け検討を進めてい

るところですが、平成19年3月期を含め早急な配当実施の計画は現時点ではなく、前述のとおり剰余金の再投資に

よる企業価値最大化に努めていく所存です。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） － － － 2,470,000 1,870,000 

最低（円） － － － 860,000 265,000 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 450,000 398,000 350,000 367,000 372,000 332,000 

最低（円） 309,000 265,000 299,000 300,000 271,000 282,000 



５【役員の状況】 

 （注）1. 監査役鈴木明氏及び山田真美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 

       2. 平成19年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 

    3. 平成17年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間 

       4. 平成18年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
（株） 

代表取締役 社長 漆原 茂 昭和40年２月24日生

昭和62年 4月 沖電気工業(株) 入社 

平成元年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシ

ステム研究所 客員研究員 

平成11年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショ

ングループ 

平成12年 4月 同社 システムソリューションカンパニ

ー 

平成12年 7月 当社代表取締役社長就任（現任） 

注2  25,040 

取締役 
事業遂行担

当 
馬場 和広 昭和31年５月14日生

昭和59年10月 日航情報開発(株)入社 

平成13年 2月 当社入社 ディレクター 

平成15年12月 当社取締役就任（現任） 

注2  1,800 

取締役 
営業・事業

開発担当 
神林 飛志 昭和45年５月２日生

平成 6年 4月 中央監査法人（現みすず監査法人）入

所 

平成10年 5月 公認会計士登録 

平成10年 6月 株式会社カスミ入社 

平成12年 5月 同社取締役 

平成12年10月 当社取締役就任（現任） 

注2  1,400 

取締役 
管理企画担

当 
高橋 敬一 昭和45年10月12日生

平成6年 10月 中央監査法人（現みすず監査法人）入

所 

平成10年 4月 公認会計士登録 

平成12年10月 当社入社 ディレクター 

平成14年 6月 当社財務担当執行役員 

平成15年12月 当社取締役就任（現任） 

注2  2,800 

常勤監査役 － 原 恒樹 昭和20年１月４日生

昭和42年 4月 (株)日本興業銀行入行 

平成 6年12月 同行本店 計量システム開発部長 

平成 9年 5月 シティバンク,エヌ・エイ入社 

平成10年 1月 同行 グローバルコーポレートバンキ

ング法人本部長 

平成13年 9月 当社入社 シニアアドバイザー 

平成14年 6月 当社監査役就任（現任） 

注3  － 

監査役 － 鈴木 明 昭和16年11月２日生

昭和39年 4月 Bell＆Howell Japan 入社 

昭和47年 4月 ITT Asia Pacific 入社 

昭和55年 7月 同社 代表取締役社長 

昭和61年 3月 Harting Elektric Japan 代表取締役

社長 

平成2年 6月 Rockwell International Japan Digita

l Communication Group 代表取締役 

平成7年10月 Rockwell International Japan 代表取

締役社長 

平成12年3月 Reliance Japan代表取締役会長 兼任 

平成15年3月 Rockwell Automation Japan Co., Ltd.

相談役 

平成15年7月 STABILUS Japan Corporation相談役就

任（現任） 

平成15年12月 当社監査役就任（現任） 

注3  60 

 監査役 －  山田真美 昭和43年8月5日生 

平成8年4月 弁護士登録 

東京永和法律事務所入所 

平成11年2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現

フレッシュフィールズブルックハウス

デリンガー法律事務所）入所 

平成17年1月 骨董通り法律事務所パートナー（現

任） 

平成18年6月  当社監査役就任（現任） 

注4  － 

        計   31,100



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）基本的な考え方 

当社は、株主、取引先、従業員等のステークホルダーをはじめ社会一般からも信頼される企業となるべく、法令

遵守の徹底を図るとともに、経営理念に基づいた適切な業務運営を行うための実効性あるコーポレート・ガバナ

ンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけております。そのために、当社では「法令遵守体制に関する憲章」

を制定し精度の高い法令遵守体制の確立を目指しており、同時に、経営環境の変化に適切かつ機動的に対応でき

る組織と株主重視の公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図って参る所存です。 

(2）会社の機関の基本説明 

当社は、監査役会及び会計監査人制度を採用しております。当該制度の実効性を確保するため、取締役の任期を

1年とするとともに、社外監査役、社内監査役、内部監査室及び会計監査人が常に連携し、経営に関する意思決

定及び業務執行に対する監視を行っております。 

    (3) 会社の機関・内部統制の関係についての図表 

(平成19年3月31日現在） 

   (4) 会社の機関の内容 

① 取締役会 

 当社の取締役会は取締役4名から構成されており、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規則に従っ

て、会社の経営方針や経営戦略、事業計画、重要な組織や人事などの経営上の重要事項について審議し意思決定

を行うほか、取締役による職務執行を監督しております。取締役会は、毎月1回の定時会のほか、必要に応じて

臨時会を随時開催しております（当期においては、計17回開催しております）。取締役会には、全取締役のほか

全監査役も出席し、必要な意見の表明その他取締役の職務執行の監督にあたっております。 

② 監査役会 

 当社は監査役会設置会社であり、現在のところ、監査役は3名（うち社外監査役2名）であります。監査役は、

月1回定期的に監査役会を開催して、監査の方針や監査計画の策定等の監査役監査に関わる事項に関して、監査

役間で幅広く情報交換を行って監査の精度向上に努めており、内部監査室等の関連部署や会計監査人とも適宜連

携して取締役の職務執行を監督する体制を整えております。具体的には、内部監査室との間では、日常的な情報

交換や定期的な監査役監査時のヒアリングを通じて、又、会計監査人との間では監査実施の都度の情報交換を通

じて連携を図っております。 



  ③ マネジメント・コミッティ 

マネジメント・コミッティは、週1回開催され、取締役、常勤監査役及び部長を始めとする管理職従業員が出席

し、取締役会で決定された経営方針等の伝達のほか、営業報告、予算、事業計画、規程の制定・改廃、組織改

変、人事、その他の管理職間で必要な事項につき情報共有を行っております。マネジメント・コミッティは意思

決定機関である取締役会と業務執行の現場である業務執行各部門とをつなぐ情報共有の場であるという意味で重

要な会議体であります。 

  ④ 内部監査室 

内部監査規程に基づいて、社長直轄の内部監査室（専任1名）が、当社の業務執行の重要な部分であるプロジェク

ト関連業務を含む内部統制組織全体の有効性の評価、分析、改善指導を定期又は随時に行っております。 

  ⑤ 経営会議 

経営会議は取締役及び管理職社員によって構成されており、代表取締役から内部統制を含む経営上の重要な課題

についての諮問を受けて、出席者が議論して代表取締役に答申する会議体であります。経営会議で決定された方

針や施策は、出席者である管理職社員を通じて日々の業務に反映されております。 

 (5) 内部統制システム（法令遵守並びにコーポレートガバナンス）及びリスク管理体制の整備状況 

当社は株主や取引先等のステークホルダーを始め社会一般からも信頼される企業となるべく、法令遵守の徹底とコ

ーポレートガバナンスの充実を経営上の重要な課題と考えております。そのため、取締役会で決議した内部統制基

本方針に基づいて、内部統制に関する諸規程の整備を行っております。中でも、法令遵守につきましては、法令遵

守の体制に関する憲章を制定し社外に開示しているほか、役職員による法令及び社内規程遵守のための行動規範を

定め、統括責任部署による役職員教育の徹底を行い、内部監査室が法令遵守状況を定期的に監査しその結果を取締

役会等に適宜報告しております。加えて、常勤監査役及び社外監査役を法令遵守に関する内部通報窓口として定

め、通報者の利益を守りつつ法令遵守に関する情報の集約及び迅速な是正に備えております。他方、コーポレート

ガバナンスにつきましては、取締役の任期を1年としているほか、社外監査役の選任及び会計監査人による外部監

査を導入しており、取締役の業務執行に対する重層的な監視・監督を行っております。当社のリスク管理体制とし

ては、プロジェクト関連の事業活動に関わるリスクについては担当事業部及び内部監査室によるレビューを行って

リスク管理を図っております。また、その他の業務リスクについては内部監査室が監査計画に基づいて定期的に内

部監査を実施し、会計監査人とも連携してリスクのあぶり出しと改善点の指摘を行っております。いずれのリスク

についても、取締役及び管理職社員により構成される経営会議及び取締役、常勤監査役及び管理職従業員により構

成されるマネジメント・コミッティで情報と認識を共有することにより適切な管理を図っております。 

 (6) 内部監査の状況 

当社の内部監査は、社長直轄の専任部署である内部監査室（専任1名）が、年2回の定期監査及び必要性に応じて行

う臨時監査を通して行っております。内部監査室長は年初に監査計画を立案し社長がこれを承認しております。内

部監査の具体的な結果は、監査報告書として社長に報告され、社長の指示に基づいて内部監査室長から被監査部門

に対して要改善事項が伝達されます。その改善状況については、内部監査室が継続的にレビューしております。監

査役及び監査法人は、内部監査の結果について内部監査室と情報共有を図っており、各々の監査業務の資料のひと

つとして活用しております。  

 (7) 監査役監査の状況 

監査役は、年初に監査役会において監査計画書を策定しております。この計画に従って、各監査役が、経営から管

理、プロジェクト遂行、営業に至るまでのすべての業務及び会計を対象として、取締役、内部監査室長及び管理職

従業員からのヒアリング、帳簿・帳票類の閲覧、監査法人との会議等を通じて監査を行っております。また、監査

役は社外監査役も含めて全員が取締役会に出席するほか、常勤監査役は毎週1回のマネジメント・コミッティを通じ

て業務の執行に関する情報の収集に努めております。各監査役が収集した情報はつど電子メール等で相互に連絡さ

れるほか、毎月1回の監査役会において報告され情報共有が図られております。 

 (8) 会計監査の状況 

当社は、みすず監査法人と監査契約を締結して、半期及び年度の決算につきそれぞれ会計監査を受けております。

当社の会計監査業務を執行しております公認会計士は手塚正彦氏及び長塚弦氏であり、いずれもみすず監査法人に

所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、スタッフ３名であります。 

 (9) 社外監査役との関係 

当社と社外監査役である鈴木明氏との間には、平成19年3月31日現在、同人が当社株式15株及び新株予約権5個（5株

相当）を所有していることを除き、特別な利害関係はありません。また、社外監査役である山田真美氏との間に

は、特別な利害関係はありません。 

 (10) 役員報酬及び会計監査人に対する監査報酬の内容 

平成19年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりです。 

      取締役に対する報酬      63,300千円（注） 

      監査役に対する報酬      11,109千円 



      （注）当社の取締役はいずれも社内取締役であります。 

平成19年3月期における会計監査人に対する監査報酬は、以下のとおりです。 

      公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第１項に規定する業務に基づく報酬 7,000千円 

      上記以外の業務に基づく報酬は発生しておりません。      

(11)  コーポレートガバナンスに関し、事業年度末以降に発生した重要な事象  

該当事項はありません。 



第５【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（自平成18年４月１日至平成19年３月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）の財務

諸表については、中央青山監査法人により監査を受け、また当事業年度（自平成18年４月１日至平成19年３月31日）

の財務諸表については、みすず監査法人の監査を受けております。 

 なお、平成18年９月１日より中央青山監査法人は、みすず監査法人に名称変更をしております。 

３ 連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成18年3月31日） 
当事業年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     1,753,662 993,777   

２．売掛金     422,906 599,556   

３．有価証券     － 698,923   

４．仕掛品     － 30,708   

５．前払費用     22,055 27,815   

６. 繰延税金資産     50,172 77,237   

７．その他     4,326 3,938   

流動資産合計     2,253,122 90.9 2,431,958 83.6 

Ⅱ 固定資産         

1. 有形固定資産         

(1) 建物附属設備   38,062 38,062     

  減価償却累計額   22,625 15,437 25,344 12,718   

(2) 工具・器具及び備品   79,367 92,203     

  減価償却累計額   59,212 20,154 70,474 21,728   

有形固定資産合計     35,591 1.4 34,446 1.2 

2. 無形固定資産         

(1) 電話加入権     1,019 1,019   

(2) ソフトウェア     78,344 141,242   

(3) 商標権     1,071 899   

無形固定資産合計     80,434 3.3 143,161 4.9 

3. 投資その他の資産         

 (1) 投資有価証券     － 164,000   

(2) 敷金     104,049 104,049   

(3) 繰延税金資産      4,972 31,691   

投資その他の資産合計     109,022 4.4 299,741 10.3 

固定資産合計     225,048 9.1 477,349 16.4 

資産合計     2,478,171 100.0 2,909,307 100.0 

          
 



    
前事業年度 

（平成18年3月31日） 
当事業年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．未払金     44,330 178,556   

２．未払費用     68,073 111,205   

３．前受金     803 1,325   

４．未払法人税等     73,540 128,226   

５．未払事業所税     3,158 3,431   

６．未払消費税等     19,838 20,366   

７．預り金     5,965 6,071   

８．賞与引当金     63,704 91,554   

９．品質保証引当金     1,363 9,555   

10．受注プロジェクト 
    損失引当金 

    － 15,801   

11．新株引受権     63 －   

流動負債合計     280,841 11.3 566,095 19.5 

負債合計     280,841 11.3 566,095 19.5 

          
 



    
前事業年度 

（平成18年3月31日） 
当事業年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 *１     794,190 32.1 － － 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金   1,084,362 －     

２．その他資本剰余金         

(1）資本金減少差益   50,193 －     

資本剰余金合計     1,134,555 45.8 － － 

Ⅲ 利益剰余金         

１．当期未処分利益   268,584 －     

利益剰余金合計     268,584 10.8 － － 

資本合計     2,197,329 88.7 － － 

負債・資本合計     2,478,171 100.0 － － 

          

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１．資本金     － － 809,340 27.8 

２．資本剰余金         

(1）資本準備金   － 1,099,526     

(2）その他資本剰余金   － 50,193     

資本剰余金合計     － － 1,149,719 39.5 

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金   － 383,068     

利益剰余金合計     － － 383,068 13.2 

株主資本合計     － － 2,342,128 80.5 

Ⅱ 新株予約権     － － 1,083 0.0 

純資産合計     － － 2,343,211 80.5 

負債純資産合計     － － 2,909,307 100.0 

               



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     1,582,433 100.0 1,916,782 100.0 

Ⅱ 売上原価     835,378 52.8 1,281,163 66.8 

売上総利益     747,055 47.2 635,618 33.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１. 役員報酬   84,900 74,409     

２. 給与手当   128,473 119,897     

３. 人材派遣費   1,503 －     

４. 賞与   9,058 13,349     

５. 賞与引当金繰入額   8,471 17,232     

６. 法定福利費   22,246 23,307     

７. 福利厚生費   2,500 2,601     

８. 採用費   80,411 66,738     

９. 賃借料   20,961 20,961     

10. 共益費   6,461 6,143     

11. 減価償却費   2,411 2,467     

12. リース料   2,102 2,035     

13. 広告宣伝費   10,288 11,702     

14. 支払報酬   18,780 18,582     

15. 販売促進費   － 400     

16. 旅費交通費   8,055 9,024     

17. 通信費   10,775 13,701     

18. 消耗品費   6,534 8,931     

19. 接待交際費   7,392 7,316     

20. 研究開発費 *１ 45,792 992     

21. その他   30,207 507,330 32.1 49,971 469,767 24.5 

営業利益     239,725 15.1 165,851 8.7 

 



   
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   5 585     

２. 有価証券利息   － 4,631     

３. 受取賠償金   － 49,470     

４．新株引受権戻入益   75 －     

５．その他   29 110 0.1 0 54,686 2.8 

Ⅴ 営業外費用         

1. 株式交付費   4,407 639     

2．公開関連費用   26,671 31,078 2.0 － 639 0.0 

経常利益     208,756 13.2 219,898 11.5 

Ⅵ 特別利益   － － － － － － 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 *2 1,903 1,903 0.1 234 234 0.0 

税引前当期純利益     206,852 13.1 219,663 11.5 

法人税、住民税及び
事業税 

  67,195 158,962     

法人税等調整額   △55,144 12,051 0.8 △53,783 105,179 5.5 

当期純利益     194,801 12.3 114,484 6.0 

前期繰越利益     73,782 －   

当期未処分利益     268,584 －   

          



売上原価明細書 

  

 （脚注） 

    
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費  *2 686,141 74.6 866,862 66.7 

Ⅱ 外注費   90,494 9.8 231,420 17.8 

Ⅲ 経費  *3 143,876 15.6 201,201 15.5 

 当期総製造費用   920,512 100.0 1,299,484 100.0 

 期首仕掛品たな卸高   20,432 －   

合計   940,945 1,299,484   

 期末仕掛品たな卸高   － 30,708   

 他勘定振替高 *4 124,539 156,313   

 当期製品製造原価   816,405 1,112,462   

 当期商品仕入高   550 72,796   

 ソフトウェア減価償却費   18,422 95,904   

 売上原価   835,378 1,281,163   

      

前事業年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

 1 原価計算の方法は、プロジェクト別実際個別原価計

算を採用しております。 

 1 原価計算の方法は、プロジェクト別実際個別原価計

算を採用しております。 

*2 労務費には次の費目が含まれております。 

 賞与引当金繰入額 49,799千円 

*2  労務費には次の費目が含まれております。 

 賞与引当金繰入額 74,322千円 

*3     －  *3  経費には次の費目が含まれております。 

 品質保証引当金繰入額 8,192千円 

 受注プロジェクト損失引当金繰入額 15,801千円 

*4  他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 研究開発費（販売費及び一般管理費） 45,792千円 

 ソフトウェア            78,746千円  

*4  他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 研究開発費（販売費及び一般管理費）    867千円 

 ソフトウェア            155,446千円  

    



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年4月１日 至 平成19年3月31日） 

  

 

株主資本 

新株予約権 純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

その他利
益剰余金 

利益剰余
金合計 

繰越利益
剰余金 

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
794,190 1,084,362 50,193 1,134,555 268,584 268,584 2,197,329 63 2,197,393 

事業年度中の変動額                  

新株の発行 15,150 15,163   15,163     30,313   30,313 

当期純利益         114,484 114,484 114,484   114,484 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 

  

              1,020 1,020 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
15,150 15,163  － 15,163 114,484 114,484 144,798 1,020 145,818 

平成19年3月31日 残高 

（千円） 
809,340 1,099,526 50,193 1,149,719 383,068 383,068 2,342,128 1,083 2,343,211 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１. 税引前当期純利益   206,852 219,663 

２. 減価償却費   39,069 114,854 

３. 株式報酬費用   － 1,033 

４. 新株引受権戻入益   △75 － 

５. 賞与引当金の増減額
（減少：△） 

  △10,055 27,850 

６. 品質保証引当金の増
減額（減少：△） 

  △4,796 8,192 

７. 受注プロジェクト損
失引当金の増減額
（減少：△） 

  － 15,801 

８. 受取利息   △5 △585 

９. 有価証券利息   － △4,631 

10. 固定資産除却損   1,903 234 

11. 売上債権の増減額
（増加：△） 

  △274,061 △176,650 

12. たな卸資産の増減額
（増加：△） 

  20,432 △30,708 

13. 前払費用の増減額
（増加：△） 

  1 △5,760 

14. その他資産の増減額
（増加：△） 

  △566 666 

15. 未払金の増減額（減
少：△） 

  △7,030 131,425 

16. 未払費用の増減額
（減少：△） 

  21,251 43,132 

17. 未払消費税等の増減
額（減少：△） 

  △4,365 528 

18. 前受金の増減額（減
少：△） 

  803 522 

19. 預り金の増減額（減
少：△） 

  1,027 105 

20. 未払法人税等の増減
額（減少：△） 

  734 △797 

21．未払事業所税の増減
額（減少：△） 

  2,097 272 

小計   △6,782 345,149 

 



    
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

22. 利息の受取額   5 2,829 

23. 法人税等の支払額   △4,050 △103,479 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △10,827 244,499 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

1. 有価証券の取得による
支出 

  － △696,815 

2. 有形固定資産の取得に
よる支出 

  △13,108 △16,262 

3. 無形固定資産の取得に
よる支出 

  △94,861 △157,606 

4. 投資有価証券の取得に
よる支出 

  － △164,000 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △107,970 △1,034,684 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

 1．株式の発行による収入   1,202,500 － 

 2．ストックオプションの
行使による収入 

  53,380 30,300 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,255,880 30,300 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

  1,137,082 △759,884 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  616,580 1,753,662 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 

*１ 1,753,662 993,777 

      



⑤【利益処分計算書】 

    
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年6月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（当期未処分利益の処分）     

Ⅰ 当期未処分利益     268,584 

Ⅱ 利益処分額     －

Ⅲ 次期繰越利益     268,584 

      

（その他資本剰余金の処分）     

Ⅰ その他資本剰余金     50,193 

Ⅱ その他資本剰余金処分
額 

    －

Ⅲ その他資本剰余金 
次期繰越額 

    
50,193 

 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

― 

  

(1）満期保有目的の債券 

 償却原価法(定額法)を採用しており

ます。 

(2）その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）たな卸資産 

仕掛品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(1）たな卸資産 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額は、法

人税法の規定と同一のものを採用して

おります。 

 また、少額の減価償却資産（取得価

額10万円以上20万円未満の減価償却資

産）については、事業年度毎に一括し

て3年間で均等償却しております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

 販売見込期間(3年)における見込販

売収益に基づく償却額と残存有効期間

(3年)に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

 当事業年度から、市場販売目的で開

発したソフトウェアの販売を開始した

ことに伴い、市場販売目的ソフトウェ

アの減価償却に関する会計方針を、上

記のとおり定めております。 

その他の無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数は、ソフトウェア

（自社利用）については社内における

利用可能期間(5年)、その他の無形固

定資産については法人税法の規定と同

一のものを採用しております。 

 また、少額の減価償却資産（取得価

額が10万円以上20万円未満の減価償却

資産）については、事業年度毎に一括

して３年間で均等償却しております。 

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

 販売見込期間(3年)における見込販売

収益に基づく償却額と残存有効期間(3

年)に基づく均等配分額を比較し、いず

れか大きい金額を計上しております。 

  

 

  

  

  

   

その他の無形固定資産 

同左 

  

  

          

  

  

            

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

４．繰延資産の処理方法  新株発行費は、発生時に全額費用と

して処理しております。  

 平成18年2月21日に実施いたしまし

た有償一般募集（ブックビルディング

方式による募集）による新株式発行

（2,000株）は、引受証券会社が引受

価額で引受を行い、これを引受価額と

異なる募集価額で一般投資家に販売す

るスプレッド方式の売買引受契約によ

っております。  

 スプレッド方式では、募集価額と引

受価額との差額97,500千円が事実上の

引受手数料となりますので、引受証券

会社に対する引受手数料の支払はあり

ません。このため、新株発行費に引受

手数料は含まれておりません。 

 株式交付費は、発生時に全額費用と

して処理しております。  

         

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 営業債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

に基づき計算した額を、貸倒懸念債権

等の債権については個別に回収可能性

を勘案し計算した回収不能見込額を計

上しております。 

 なお、当事業年度においては、貸倒

懸念債権等に該当する債権はなく、ま

た一般債権に適用される貸倒実績率が

ゼロであるため、計上しておりませ

ん。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 品質保証引当金 

 瑕疵担保期間において、契約に従い

顧客に対して無償で役務提供を実施す

る場合があります。このような売上計

上後の追加原価に備えるため、過去の

実績率に基づき計算した額及び個別に

追加原価の発生可能性を勘案し計算し

た見積り額を計上しております。 

(3) 品質保証引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

  (4) 受注プロジェクト損失引当金 

 受注したプロジェクトの損失に備え

るため、手持ち受注プロジェクトのう

ち当事業年度末で大幅な損失が確実視

され、かつ、その金額を合理的に見積

もることができるプロジェクトについ

て、次期以降に発生が見込まれる損失

を引当計上しております。なお、受注

プロジェクト損失引当金計上対象案件

のうち、当事業年度末の仕掛品残高が

当事業年度末の手持ち受注金額を既に

上回っているプロジェクトについて

は、その上回った金額を仕掛品から直

接減額し、受注プロジェクト損失引当

金には含めておりません。 

 なお、当事業年度末においては、当

該引当金の計上基準に該当するプロジ

ェクトがなかったため、計上しており

ません。 

(4) 受注プロジェクト損失引当金 

 受注したプロジェクトの損失に備え

るため、手持ち受注プロジェクトのう

ち当事業年度末で大幅な損失が確実視

され、かつ、その金額を合理的に見積

もることができるプロジェクトについ

て、次期以降に発生が見込まれる損失

を引当計上しております。なお、受注

プロジェクト損失引当金計上対象案件

のうち、当事業年度末の仕掛品残高が

当事業年度末の手持ち受注金額を既に

上回っているプロジェクトについて

は、その上回った金額を仕掛品から直

接減額し、受注プロジェクト損失引当

金には含めておりません。  

  

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金、

及び容易に換金可能でありかつ価値の変

動について僅少なリスクしか負わない有

価証券から成っております。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年8月9日)及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第6号 平成15年10月31日))を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

            ― 

  

            ― 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9

日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平

成17年12月9日)を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

2,342,128千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。  

            ―   

  

 (ストック・オプション等に関する会計基準) 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31

日)を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ1,033千円減少しております。 

前事業年度 
（平成18年3月31日） 

当事業年度 
（平成19年3月31日） 

*１. 会社が発行する株式及び発行済株式総数 

会社が発行する株式 

普通株式    47,600株 

発行済株式総数 

普通株式    14,526株 

 １.  

― 

  

  

  

２. 当社は運転資金の効率的且つ機動的な調達を行うた

め、取引銀行と当座貸越契約を締結しています。 

 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未

実行残高は次のとおりです。 

２. 当社は運転資金の効率的且つ機動的な調達を行うた

め、取引銀行と当座貸越契約を締結しています。 

 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未

実行残高は次のとおりです。 

当座貸越極度額 200,000千円 

借入実行残高 ―  

差引額 200,000千円 

当座貸越極度額 200,000千円 

借入実行残高 ―  

差引額 200,000千円 

 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成18年3月31日） 

当事業年度 
（平成19年3月31日） 

３. 当期中の発行済株式数の増加 

 新株発行 

①発行年月日       平成18年2月21日 

 発行形態          一般公募増資 

 発行株式数           2,000株 

 発行価額総額       1,202,500千円 

 資本組入額総額         467,500千円 

②発行年月日  平成18年2月24日～3月24日 

  発行形態        新株予約権等の行使 

 発行株式数             626株 

 発行価額総額              53,380千円 

 資本組入額総額               26,690千円 

３.  

― 

前事業年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

*１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、45,792千円であります。 

*１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、992千円であります。 

*２ 固定資産除却損は、工具・器具及び備品854千円、

ソフトウェア1,049千円であります。 

*２ 固定資産除却損は、工具・器具及び備品234千円で

あります。 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数は、ストック・オプションの権利行使による新株の発行によって248株増加しておりま

す。 

  

２．新株予約権に関する事項 

  

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
前事業年度末株式
数(株) 

当事業年度増加株
式数(株) 

当事業年度減少株
式数(株) 

当事業年度末株式
数(株) 

発行済株式        

普通株式（注） 14,526 248 － 14,774 

合計 14,526 248 － 14,774 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数(株)  
当事業年度
末残高 
(千円) 前事業年度

末 
当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ 1,083 

合計 － 1,083 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

*１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

       （平成18年3月31日現在） 

現金及び預金  1,753,662千円 

   現金及び現金同等物 1,753,662千円 

*１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

       （平成19年3月31日現在） 

現金及び預金  993,777千円 

   現金及び現金同等物 993,777千円 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具・器具 
及び備品 

7,200 3,600 3,600

合計 7,200 3,600 3,600

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具・器具 
及び備品 

7,200 5,040 2,160

合計 7,200 5,040 2,160

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法にて算定しております。 

（注） 同左 

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

1年内 1,440千円

1年超 2,160千円

合計 3,600千円

1年内      1,440千円

1年超      720千円

合計     2,160千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法にて算定しておりま

す。 

（注） 同左 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 1,440千円

減価償却費相当額 1,440千円

支払リース料  1,440千円

減価償却費相当額    1,440千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によって算定しております。 

 （減損損失について）  

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

 （減損損失について）  

            同左 



（有価証券関係） 

前事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

   当事業年度は有価証券に関する取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

     時価評価されていない有価証券 

 （注）当社コンサルティングサービス提供の対価として取得した新株予約権であり、本源的価値により評価しておりま

す。平成19年3月31日現在当該新株予約権は下記の1社1銘柄となっております。 

①銘柄名：賃貸住宅トータルサポート株式会社新株予約権 

②個数：300個（300株相当） 

  

    満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（デリバティブ取引関係） 

    前事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

     当事業年度はデリバティブに関する取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

    当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

     当事業年度はデリバティブに関する取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

（退職給付関係） 

    前事業年度(自平成17年4月１日 至平成18年3月31日) 

 当社には、退職給付制度が存在しないため該当する事項はありません。 

    当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

 当社には、退職給付制度が存在しないため該当する事項はありません。 

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

割引商工債券  698,923 

(2）その他有価証券   

非上場株式  164,000 

新株予約権 （注） － 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

債券         

   割引商工債券 700,000 － － － 



（ストック・オプション等関係） 

当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

１．財務諸表への影響額 

売上原価 837千円  販売費及び一般管理費 196千円   

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 
第1回新株予約権 

ストック・オプション 
第2回新株予約権 

ストック・オプション 
第3回新株予約権 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社監査役1名及び従業員 

56名 
当社従業員 14名 当社従業員 32名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）6 
普通株式 1,501株 普通株式 112株 普通株式 265株 

付与日 平成14年7月25日 平成15年１月24日 平成16年2月17日 

権利確定条件 (注)1,3 (注)1,3 (注)1,2,3 

対象勤務期間 (注)4 (注)4 (注)4 

権利行使期間 
 自 平成16年6月27日 

 至 平成24年6月26日 

 自 平成16年6月27日 

 至 平成24年6月26日 

 自 平成17年6月26日 

 至 平成25年6月25日 

 
第4回新株予約権 

ストック・オプション 
第5回新株予約権 

ストック・オプション 
第6回新株予約権 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社監査役2名、従業員1名

及び外部コンサルタント1名
当社従業員 24名 当社従業員 45名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）6 
普通株式 152株 普通株式 105株 普通株式 142株 

付与日 平成16年3月31日 平成16年10月21日 平成17年5月26日 

権利確定条件 (注)1,2,3 (注)1,2,3 (注)1,2,3 

対象勤務期間 (注)4 (注)4 (注)4 

権利行使期間 
 自 平成17年6月26日 

 至 平成25年6月25日 

 自 平成18年6月25日 

 至 平成26年6月24日 

 自 平成18年6月25日 

 至 平成26年6月24日 

 
第7回新株予約権 

ストック・オプション 
第8回新株予約権 

ストック・オプション 
第9回新株予約権 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役4名及び従業員 

99名 
当社従業員35名及び顧問1名 当社従業員 1名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）6 
普通株式 631株 普通株式 89株 普通株式 2株 

付与日 平成17年12月22日  平成19年2月9日 平成19年3月22日 

権利確定条件 (注)1,2,3 (注)2,3 (注)2,3 

対象勤務期間 (注)4 
 自 平成19年2月9日 

 至 平成20年6月29日 

 自 平成19年3月22日 

 至 平成20年6月29日 

権利行使期間 
 自 平成19年6月15日 

 至 平成27年6月14日 

 自 平成20年6月30日 

 至 平成21年6月29日 

 自 平成20年6月30日 

 至 平成21年6月29日 



 （注）  

 １ 権利行使できる新株予約権の数は、次の表のとおり制限されるものとします。（小数点以下は切り上げ） 

 ２ 権利行使者は、権利行使時においても当社の役員、従業員、顧問、外部コンサルタントであることを要します。 

 ３ １，２以外のその他条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めたものとします。 

 ４ 付与日から権利行使期間開始日の前日または権利確定条件が満たされた日のいずれか遅い日までとします。 

 ５ 旧商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第２項

の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債の新株引受権であります。 

新株引受権の行使条件は当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めたものとします。 

  ６ 株式数に換算して記載しております。 

 
第1回新株引受権 

ストック・オプション 
（注）5 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役2名及び従業員20

名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）6 
普通株式 2,860株 

付与日 平成13年１月31日 

権利確定条件  － 

対象勤務期間  － 

権利行使期間 
 自 平成13年１月31日 

 至 平成23年１月30日 

雇用期間 権利行使できる新株予約権の数 

 割当対象者の任期または雇用契約期間が１年未満の場合  ゼロ  

 割当対象者の任期または雇用契約期間が１年以上２未満の場合  対象者が割当された新株予約権の数の４分の１まで

 割当対象者の任期または雇用契約期間が２年以上３未満の場合  対象者が割当された新株予約権の数の４分の２まで

 割当対象者の任期または雇用契約期間が３年以上４未満の場合  対象者が割当された新株予約権の数の４分の３まで

 割当対象者の任期または雇用契約期間が４年以上の場合  対象者が割当された新株予約権の数の全て 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
第1回新株予約権 

ストック・オプション 
第2回新株予約権 

ストック・オプション 
第3回新株予約権 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前事業年度末 2 2 15 

付与 － － － 

失効 － － － 

権利確定 2 2 14 

未確定残 － － 1 

権利確定後      （株）       

前事業年度末 260 32 70 

権利確定 2 2 14 

権利行使 96 17 45 

失効 3 － 4 

未行使残 163 17 35 

 
第4回新株予約権 

ストック・オプション 
第5回新株予約権 

ストック・オプション 
第6回新株予約権 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前事業年度末 10 28 54 

付与 － － － 

失効 － － 4 

権利確定 9 17 17 

未確定残 1 11 33 

権利確定後      （株）       

前事業年度末 141 45 70 

権利確定 9 17 17 

権利行使 15 22 26 

失効 1 － 7 

未行使残 134 40 54 



 
第7回新株予約権 

ストック・オプション 
第8回新株予約権 

ストック・オプション 
第9回新株予約権 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前事業年度末 445 － － 

付与 － 89 2 

失効 41 － － 

権利確定 － － － 

未確定残 404 89 2 

権利確定後      （株）       

前事業年度末 － － － 

権利確定 － － － 

権利行使 － － － 

失効 － － － 

未行使残 － － － 

 
第1回新株引受権 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 127 

権利確定 － 

権利行使 27 

失効 － 

未行使残 100 



② 単価情報 

 
第1回新株予約権 

ストック・オプション 
第2回新株予約権 

ストック・オプション 
 第3回新株予約権 

ストック・オプション  

権利行使価格      （円） 150,000 150,000 80,000 

行使時平均株価     （円） 937,204 669,803 538,607 

公正な評価単価（付与日）（円） － － － 

 
第4回新株予約権 

ストック・オプション 
第5回新株予約権 

ストック・オプション 
 第6回新株予約権 

ストック・オプション  

権利行使価格      （円） 80,000 150,000 150,000 

行使時平均株価     （円） 306,771 544,074 517,314 

公正な評価単価（付与日）（円） － － － 

 
第7回新株予約権 

ストック・オプション 
第8回新株予約権 

ストック・オプション 
 第9回新株予約権 

 ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 150,000 340,842 321,411 

行使時平均株価     （円） － － － 

公正な評価単価（付与日）（円） － 134,170 134,183 

 
第1回新株引受権 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 50,000 

行使時平均株価     （円） 1,110,345 

公正な評価単価（付与日）（円） － 



3．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当事業年度において付与された第8回新株予約権及び第9回新株予約権（ストック・オプション）についての公

正な評価単価の見積り方法は以下のとおりであります。 

(1）使用した評価技法  ブラック・ショールズ式 

(2）主な基礎数値及び見積方法  

  （注）   

   １ 上場日から発行日までの当社普通株式の株価の日次終値を基礎に算出しております。 

   ２ 予想残存期間の適用に当たっては、過去発行したストック・オプションが全て権利行使中であり、過去の実績

値を参考に合理的に予想残存期間を算出できないため、付与日から権利行使期間中間点までの期間としており

ます。 

   ３ 当事業年度において配当を実施していないため、配当額をゼロで計算をしております。    

   ４ ２年国債利回りを利用しております。 

     

4．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

過去に発行したストック・オプションの失効実績率を基礎に算出しております。 

  

  
第8回新株予約権  

ストック・オプション 

第9回新株予約権 

ストック・オプション 

 株価変動性（注）１ 90.3％ 89.7％  

 予想残存期間（注）２ 1.89年 1.78年  

 予想配当（注）３ － － 

 無リスク利子率（注）４ 0.8％ 0.8％  



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

     前事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

   当社は、持分法を適用すべき関連会社をもっておりませんので、該当する事項はありません。 

     当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

   当社は、持分法を適用すべき関連会社をもっておりませんので、該当する事項はありません。 

前事業年度 
（平成18年3月31日） 

当事業年度 
（平成19年3月31日） 

１. 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
（千円） 

１. 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
（千円） 

賞与引当金繰入超過額 25,921

品質保証引当金繰入超過額 554

未払費用否認 15,339

減価償却費超過額 4,972

納税充当金（事業税） 7,071

その他 1,285

繰延税金資産合計 55,144

賞与引当金繰入超過額 37,253

品質保証引当金繰入超過額 3,888

受注プロジェクト損失引当金繰入超

過額  
6,429

未払費用否認 15,566

減価償却費超過額 27,133

納税充当金（事業税） 10,789

投資有価証券 4,557

その他 3,310

繰延税金資産合計 108,928

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目の内訳 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.8％

住民税均等割等 1.1％

評価性引当金減少 △43.7％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等負担率 5.8％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.2％

住民税均等割 1.0％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等負担率 47.9％



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

(注) 上記代表取締役社長漆原茂による当社銀行借入枠に対する債務保証は、取引銀行と漆原茂との合意により平成17

年4月14日をもって解消されております。 

当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

    該当事項はありません。 

属性 氏名 住所 

資本金
又は出
資金 
（千円) 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合 

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員の兼任等 事業上の関係 

役員 漆原 茂 ― ― 

当社代

表取締

役社長 

(被所有) 

43.1 
― ― 

当社銀行借入

枠に対する被

債務保証

(注） 

200,000 
― 

  
 ― 



（１株当たり情報） 

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 (注)なお、前事業年度の普通株式増加数の算定に当たっては、当社が平成18年2月21日に上場したため、平成18年2月21

日以降平成18年3月31日にのみ希薄化効果が生じたものとみなして算定しております。       

前事業年度 
（自 平成17年4月1日 
 至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月1日 
 至 平成19年3月31日） 

1株当たり純資産額 151,268円75銭 

1株当たり当期純利益金額 16,023円84銭 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益金額 
15,829円82銭 

1株当たり純資産額    158,530円40銭 

1株当たり当期純利益金額  7,788円08銭 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益金額 
   7,378円03銭 

  
前事業年度 

（自 平成17年4月1日 
 至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月1日 
 至 平成19年3月31日） 

1株当たり当期純利益金額     

 当期純利益(千円) 194,801 114,484 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

 普通株式に係る当期純利益 194,801 114,484 

 期中平均株式数(株) 12,157 14,700 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益調整額(千円) ― ― 

 普通株式増加数(株) 149 817 

 (うち新株予約権等) (149) (817) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

― ― 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月1日 
至 平成19年3月31日） 

― 平成19年2月21日開催の取締役会決議に基づき、効力発生

日を平成19年４月１日とする株式分割を実施しており、

その概要は以下のとおりです。 

（1）目的 

当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを

目的としております。 

（2）株式分割の割合 

平成19年3月31日（土曜日）最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式を１株につ

き、４株の割合をもって分割しております。 

（3）株式分割により増加する株式数 

普通株式 44,322株 

（4）株券の交付日 

平成19年5月21日（月曜日） 

  

当期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合におけ

る(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであ

ります。 

 当事業年度 

  

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合におけ

る(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであ

ります。 

 前事業年度 

  

（注）なお、前事業年度の普通株式増加数の算定に当た

っては、当社が平成18年2月21日に上場したため、平成18

年2月21日以降平成18年3月31日にのみ希薄化効果が生じ

たものとみなして算定しております。       

1株当たり純資産額     39,632円60銭 

1株当たり当期純利益    1,947円02銭 

潜在株式調整後 

 1株当たり当期純利益 
   1,844円51銭 

1株当たり純資産額     37,817円19銭 

1株当たり当期純利益   4,005円96銭 

潜在株式調整後 

 1株当たり当期純利益 
   3,957円45銭 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

        工具・器具及び備品 パソコン、サーバー及びその周辺機器 15,943千円 

     ソフトウェア    自社利用のソフトウェア        5,280千円 

               市場販売目的のソフトウェア     155,446千円 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 該当事項はありません。 

 【債券】  

銘柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

 有価証券 
満期保有 

目的の債券 
 第55号 商工債券 700,000 698,923 

計 700,000 698,923 

 【株式】  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

 投資有価証券 
 その他 

有価証券 
 賃貸住宅トータルサポート株式会社 2,050 164,000 

計 2,050 164,000 

 【その他】  

銘柄 個数（個） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

 投資有価証券 
 その他 

有価証券 

 賃貸住宅トータルサポート株式会社 

新株予約権 
300 － 

計 300 － 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物附属設備 38,062          －  － 38,062 25,344 2,718 12,718 

工具・器具及び備品 79,367 15,943 3,108 92,203 70,474 14,135 21,728 

有形固定資産計 117,430 15,943 3,108 130,266 95,819 16,854 34,446 

無形固定資産               

電話加入権 1,019  － － 1,019  －  － 1,019 

ソフトウェア 111,866 160,726 － 272,592 131,350 97,827 141,242 

商標権 1,713  －  － 1,713 814 171 899 

無形固定資産計 114,599 160,726 － 275,325 132,164 97,999 143,161 



【引当金明細表】 

  （注）品質保証引当金の「当期減少額（その他）」は、無償メンテナンスの予測発生率と実績発生率の差異によるも

のであります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

賞与引当金 63,704 91,554 63,704             －  91,554 

品質保証引当金 1,363 9,555             －    (注) 1,363 9,555 

受注プロジェクト損失   

引当金 
－ 15,801             －            － 15,801 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

③ 仕掛品 

  

④ 敷金 

区分 金額（千円） 

現金 82 

預金   

普通預金 993,695 

小計 993,777 

合計 993,777 

相手先 金額（千円） 

独立行政法人 産業技術総合研究所 202,026 

㈱インテック 158,919 

マツダ㈱ 54,705 

(株)時事通信社 45,150 

ソニー(株) 33,631 

その他 105,123 

合計 599,556 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

422,906 2,012,621 1,835,971 599,556 75.4 92.7 

区分 金額（千円） 

仕掛プロジェクト 30,708 

合計 30,708 

区分 金額（千円） 

敷金 104,049 

合計 104,049 



⑤ 未払金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 49,517 

サイベース㈱ 15,780 

㈱ギガプライズ 10,080 

日本電気㈱ 9,891 

㈱シンク 9,257 

その他 84,030 

合計 178,556 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注） 当社は端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。また、定款の定めにより端株主は

利益配当金を受ける権利を有しております。なお、端株主の剰余金の配当に関する基準日は上記のとおりであ

ります。 

事業年度 4月1日から3月31日まで 

定時株主総会 6月中 

基準日 3月31日 

株券の種類 1株券、10株券、100株券 

剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他

のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載いたします。 

公告掲載URL http://www.ulsystems.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には該当する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第6期）（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）平成18年6月30日関東財務局長に提出 

(2）半期報告書 

   第7期中（自平成18年4月1日至平成18年9月30日）平成18年12月22日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２９日

ウルシステムズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウルシステムズ株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャ

ッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ウルシステムズ株式

会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 友  田  和  彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 手  塚  正  彦 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成19年６月27日

ウルシステムズ株式会社 

取 締 役 会 御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウルシステムズ株式

会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ウルシステムズ株式

会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は効力発生日を平成19年４月１日とする株式分割を実施している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 手  塚  正  彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長  塚      弦 
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